
令和７年２月７日 

公営住宅等緊急修繕工事指定業者 様 

 

長野県住宅供給公社 

 

 

令和７年度 公営住宅等緊急修繕工事指定業者の継続について 

 

 

平素より、当公社が発注する緊急修繕工事に関しましては、格別のご協力をいただき御礼

申し上げます。 

さて、標記につきまして、下記「公営住宅等緊急修繕工事指定業者申請書（継続申請用）」

の提出をお願いいたします。県営住宅等及び各市営住宅等の応募要領をご確認いただき、必

要書類（資格の確認）も併せて提出していただくようお願いいたします。 

また、各地区において管理している団地及び戸数などに変更がありますので、ご確認いた

だきますようお願いいたします。 

 

記 

・（県営住宅等）公営住宅等緊急修繕工事指定業者申請書（継続申請用） 

・（市営住宅等）        〃 

 

・（県営住宅等）公営住宅等緊急修繕工事指定業者応募要領（東北信） 

・（長野市営住宅等）公営住宅等緊急修繕工事指定業者応募要領 

・（須坂市営住宅等）      〃 

・（上田市営住宅等）      〃 

・（佐久市営住宅等）      〃 

・（小諸市営住宅等）      〃 

・（県営住宅等）公営住宅等緊急修繕工事指定業者応募要領（中南信） 

・（松本市営住宅等）公営住宅等緊急修繕工事指定業者応募要領 

・（塩尻市営住宅等）      〃 

・（岡谷市営住宅等）      〃 

・（伊那市営住宅等）      〃 

・（駒ヶ根市営住宅）      〃 

・（飯田市営住宅等）      〃 

 

・各地域振興局管内団地戸数表 

以上 



（県営住宅等 長野地区・上田地区・佐久地区） 

（県営住宅等） 

公営住宅等緊急修繕工事指定業者応募要領 

 

１ 緊急修繕工事の意味及び公募の目的 

  県営住宅等の入居者の安全の確保と財産の保護を図ることを目的に、修繕しなければ入居者

の生活に支障をきたす恐れがあり、緊急に実施する必要がある給排水施設及び屋根、壁等の修

繕（以下「緊急修繕工事」という。）を行う者を募集します。 

 

２ 公募区分及び想定される緊急修繕工事 

公募区分 想定される緊急修繕工事 

建築一式工事 屋根等からの雨漏り、手すりなど危険区域に係る防護設備の不具合等 

管工事 給水管の漏水事故、排水管の損傷、受水槽・ポンプなど給水設備の故障等 

電気工事 漏電・停電事故に係る修繕、揚水・排水浄化装置に係る電気的不具合等 

 

３ 応募者の要件 

  応募者は、次のいずれにも該当する者であることが必要です。 

(1) 建設業法第 28 条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること 

(2) 希望する公募区分に応じた以下の資格を有する者であること 

ア 建築一式工事：長野県建設工事入札参加資格者のうち建築一式工事の資格 

イ 管 工 事：長野県建設工事入札参加資格者のうち管工事の資格 

ウ 電 気 工 事：長野県建設工事入札参加資格者のうち電気工事の資格 

(3) 休日、祝日、年末年始及び夜間等を含め 24 時間、原則２名以上が緊急の連絡に対し、対応

できる体制が整備できる者であること 

 

４ 対象住宅に係る要件 

(1) 長野地域振興局管内の県営住宅等 

長野地域振興局管内に本社又は営業所のある者 

(2) 上田地域振興局管内の県営住宅等 

上田地域振興局管内に本社又は営業所のある者 

(3)  佐久地域振興局管内の県営住宅等 

佐久地域振興局管内に本社又は営業所のある者 

 

５ 提出書類 

(1) 公営住宅等緊急修繕工事指定業者申請書                    １部 

  ア 希望する対象地区に必ず○印を記入してください。対象となる管内にそれぞれ本社又は営

業所を有する者は複数の対象住宅に重複して応募することもできます。 

イ 建築一式工事、管工事、電気工事のうち、希望する公募区分に必ず○印を記入してくださ

い。複数の公募区分に重複して応募することもできます。 

ウ 緊急連絡体制の概要を記入してください。 

(2) 令和４・５・６年度 長野県建設工事入札参加資格通知書の写し         １部 

   令和７・８・９年度 長野県建設工事入札参加資格審査申請書の写し（受付日及び入札参加

資格の登録業種がわかるもの）                        １部 

 

６ 申請書の提出及び受付 

(1) 提出期間  令和７年２月７日から令和７年２月１９日まで 

         ただし、持参の場合は土日祝日を除きます。 

(2) 提出方法  持参又は郵送（当日消印有効）してください。 

(3) 受付時間  午前８時３０分から午後５時まで 



（県営住宅等 長野地区・上田地区・佐久地区） 

７ 留意事項 

  応募される場合は、以下の事項を了承のうえ応募してください。 

(1) 平日だけでなく、休日、年末年始及び夜間においても緊急的に修繕が必要と判断された場

合は、緊急修繕工事を実施していただきます。なお、基本的に休日・夜間等の緊急修繕の依

頼は公社が業務時間外電話受付対応業務を委託している警備保障会社を通じて行います。 

(2) 緊急修繕工事完了後、提出された工事関係書類を審査し、請負代金等を協議のうえ請求書

類の提出を受けて請負代金を支払います。 

(3) 緊急修繕工事の請負代金の上限額は、１００万円未満の予定です。 

(4) 緊急修繕工事業者の指定とは、緊急を要する修繕工事を請け負う業者を指定することです

ので、定期的に工事を依頼するとは限りません。 

(5) 緊急修繕工事の指定期間中に長野県建設工事入札参加資格を取り消された場合、又は指定

期間中の同入札参加資格がない場合は、緊急修繕工事業者の指定を取り消すことがあります。

また、緊急修繕工事業者の指定期間中に長野県建設工事入札参加資格に係る指名停止を受け

た場合、当該期間中については緊急修繕工事を請け負うことはできません。 

(6) 緊急修繕工事業者募集締め切り後、募集要件を満たす応募者と「公営住宅等緊急修繕工事

指定業者に関する協定書」を締結します。なお、協定書第１条２項に定める担当団地につい

ては、指定業者の事務所所在地等を考慮して公社で割り振り指定させていただきます。 

(7) 監理員事務所、団地又は宿舎ごとに複数の業者を指定しますが、著しく応募者が少ない場

合、募集期間経過後も引き続き応募を受け付けることがあります。また、指定期間中に指定

業者数が減少した場合は必要に応じて随時募集を行うことがあります。 

(8) 緊急修繕工事の依頼連絡を受けた際、貴社の都合で断ることは差し支えありませんが、指

定期間中に何度も断った場合、又は緊急修繕工事の実施にあたり入居者や近隣住民とトラブ

ルを起こした場合等は、次回の募集の際に緊急指定業者として指定しない場合があります。 

(9) 休日、夜間における入居者からの緊急修繕依頼は警備保障会社を通じて連絡が入ります。

警備保障会社には入居者の代わりに取次ぎを行う業務のみを委託していることから、連絡を

受けた社の担当者は、依頼を引き受けられない正当な理由がある場合を除き必ず依頼を引き

受けていただき、依頼元の入居者に連絡を取って不具合の状況の確認、緊急性の有無、負担

区分等を判断いただいたうえで、緊急性の高い修繕依頼については即時出動対応していただ

く必要があります。このため、警備保障会社からの緊急修繕依頼についても、指定期間中に

正当な理由なく何度も断った場合には前項と同様の措置を取る場合があります。 

 

８ 応募者への通知 

  緊急修繕工事業者指定の可否については、概ね３月下旬頃応募者に文書で通知します。 

 

９．提出先・問合せ先 

長野地域振興局管内  長野県住宅供給公社 住宅管理部管理課（担当：青木・矢島） 

〒380-0836 長野市大字南長野南県町１００３－１ 県都ビル３階 

TEL ０２６－２２７－２３２２ 

FAX  ０２６－２２７－４３７７ 

上田地域振興局管内  長野県住宅供給公社 上田管理センター（担当：若林・金井） 

〒386-8555 上田市材木町１－２－６ 上田合同庁舎南棟 

TEL ０２６８－２９－７０１０ 

FAX ０２６８－２９－７０１３ 

佐久地域振興局管内  長野県住宅供給公社 佐久管理センター（担当：牧・竹内・友野） 

〒385-8533 佐久市跡部６５－１ 佐久合同庁舎４階 

TEL ０２６７－７８－５４１０ 

FAX ０２６７－７８－５４１３ 

 

 ※複数の地域に応募する場合は、住宅管理部に提出してください。 



（長野市営住宅等） 

（長野市営住宅等） 

公営住宅等緊急修繕工事指定業者応募要領 

 

１ 緊急修繕工事の意味及び公募の目的 

  市営住宅等の入居者の安全の確保と財産の保護を図ることを目的に、修繕しなければ入居者

の生活に支障をきたす恐れがあり、緊急に実施する必要がある給排水施設及び屋根、壁等の修

繕（以下「緊急修繕工事」という。）を行う者を募集します。 

 

２ 公募区分及び想定される緊急修繕工事 

公募区分 想定される緊急修繕工事 

建築一式工事 屋根等からの雨漏り、手すりなど危険区域に係る防護設備の不具合等 

管工事 給水管の漏水事故、排水管の損傷、受水槽・ポンプなど給水設備の故障等 

電気工事 漏電・停電事故に係る修繕、揚水・排水浄化装置に係る電気的不具合等 

 

３ 応募者の要件 

  応募者は、次のいずれにも該当する者であることが必要です。 

(1) 建設業法第 28 条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること 

(2) 希望する公募区分に応じた以下の資格を有する者であること 

ア 建築一式工事：長野市建設工事競争入札参加資格者のうち建築一式工事の資格 

イ 管 工 事：長野市建設工事競争入札参加資格者のうち管工事の資格 

ウ 電 気 工 事：長野市建設工事競争入札参加資格者のうち電気工事の資格 

(3) 休日、祝日、年末年始及び夜間等を含め 24 時間、原則２名以上が緊急の連絡に対し、対応

できる体制が整備できる者であること 

 

４ 対象住宅に係る要件 

長野市内に本社又は営業所のある者 

 

５ 提出書類 

(1) 公営住宅等緊急修繕工事指定業者申請書                     １部 

   ア 建築一式工事、管工事、電気工事のうち、希望する公募区分に必ず○印を記入してくだ 

さい。複数の公募区分に重複して応募することもできます。 

  イ 緊急連絡体制の概要を記入してください。 

(2) 令和５・６年度 長野市建設工事競争入札参加資格認定通知書の写し        １部 

令和７・８・９年度 長野市建設工事競争入札参加資格審査申請書の写し（受付日及び入札 

参加資格の登録業種がわかるもの）                       １部 

※後日、令和７・８・９年度 長野市建設工事競争入札参加資格認定通知書の写しを提出し 

 て下さい。 

 

６ 申請書の提出及び受付 

(1) 提出期間  令和７年２月７日から令和７年２月１９日まで 

         ただし、持参の場合は土日祝日を除きます。 

(2) 提出方法  持参又は郵送（当日消印有効）してください。 

(3) 受付時間  午前８時３０分から午後５時まで 

 

 



（長野市営住宅等） 

７ 留意事項 

  応募される場合は、以下の事項を了承のうえ応募してください。 

(1) 平日だけでなく、休日、年末年始及び夜間においても緊急的に修繕が必要と判断された場

合は、緊急修繕工事を実施していただきます。なお、基本的に休日・夜間等の緊急修繕の依

頼は公社が業務時間外電話受付対応業務を委託している警備保障会社を通じて行います。 

(2) 緊急修繕工事完了後、提出された工事関係書類を審査し、請負代金等を協議のうえ請求書

類の提出を受けて請負代金を支払います。 

(3) 緊急修繕工事の請負代金の上限額は、７０万円未満の予定です。 

(4) 緊急修繕工事業者の指定とは、緊急を要する修繕工事を請け負う業者を指定することです

ので、定期的に工事を依頼するとは限りません。 

(5) 緊急修繕工事の指定期間中に長野市建設工事競争入札参加資格を取り消された場合、又は

指定期間中の同入札参加資格がない場合は、緊急修繕工事業者の指定を取り消すことがあり

ます。また、緊急修繕工事業者の指定期間中に長野市建設工事競争入札参加資格に係る指名

停止を受けた場合、当該期間中については緊急修繕工事を請け負うことはできません。 

(6) 緊急修繕工事業者募集締め切り後、募集要件を満たす応募者と「公営住宅等緊急修繕工事

指定業者に関する協定書」を締結します。なお、協定書第１条２項に定める担当団地につい

ては、指定業者の事務所所在地等を考慮して公社で割り振り指定させていただきます。 

(7) 監理員事務所又は団地ごとに複数の業者を指定しますが、著しく応募者が少ない場合、募

集期間経過後も引き続き応募を受け付けることがあります。また、指定期間中に指定業者数

が減少した場合は必要に応じて随時募集を行うことがあります。 

(8) 緊急修繕工事の依頼連絡を受けた際、貴社の都合で断ることは差し支えありませんが、指

定期間中に何度も断った場合、又は緊急修繕工事の実施にあたり入居者や近隣住民とトラブ

ルを起こした場合等は、次回の募集の際に緊急指定業者として指定しない場合があります。 

(9) 休日、夜間における入居者からの緊急修繕依頼は警備保障会社を通じて連絡が入ります。

警備保障会社には入居者の代わりに取次ぎを行う業務のみを委託していることから、連絡を

受けた社の担当者は、依頼を引き受けられない正当な理由がある場合を除き必ず依頼を引き

受けていただき、依頼元の入居者に連絡を取って不具合の状況の確認、緊急性の有無、負担

区分等を判断いただいたうえで、緊急性の高い修繕依頼については即時出動対応していただ

く必要があります。このため、警備保障会社からの緊急修繕依頼についても、指定期間中に

正当な理由なく何度も断った場合には前項と同様の措置を取る場合があります。 

 

８ 応募者への通知 

  緊急修繕工事業者指定の可否については、概ね３月下旬頃応募者に文書で通知します。 

 

９．提出先・問合せ先 

長野県住宅供給公社 住宅管理部管理課（担当：青木・矢島） 

〒380-0836 長野市大字南長野南県町１００３－１ 県都ビル３階 

TEL ０２６－２２７－２３２２ 

FAX  ０２６－２２７－４３７７ 



（須坂市営住宅等） 

（須坂市営住宅等） 

公営住宅等緊急修繕工事指定業者応募要領 

 

１ 緊急修繕工事の意味及び公募の目的 

  市営住宅等の入居者の安全の確保と財産の保護を図ることを目的に、修繕しなければ入居者

の生活に支障を来すおそれがあり、緊急に実施する必要がある給排水施設及び屋根、壁等の修

繕（以下「緊急修繕工事」という。）を行う者を募集します。 

 

２ 公募区分及び想定される緊急修繕工事 

公募区分 想定される緊急修繕工事 

建 築 関 係 屋根等からの雨漏り、手すりなど危険区域に係る防護設備の不具合等 

給排水設備関係 給水管の漏水事故、排水管の損傷、受水槽・ポンプなど給水設備の故障等 

電気設備関係 漏電・停電事故に係る修繕、揚水・排水浄化装置に係る電気的不具合等 

 

３ 応募者の要件 

  応募者は、次のいずれにも該当する者であることが必要です。 

(1) 建設業法第 28 条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること 

(2) 希望する公募区分に応じた以下の資格を有する者であること 

ア 建 築 関 係：須坂市建設工事入札参加資格者のうち建築一式工事の資格 

又は須坂市小規模工事受注希望者登録業者 

イ 給排水設備関係：須坂市建設工事入札参加資格者のうち管工事の資格 

又は須坂市小規模工事受注希望者登録業者 

ウ 電気設備関係：須坂市建設工事入札参加資格者のうち電気工事の資格 

又は須坂市小規模工事受注希望者登録業者 

(3) 休日、祝日、年末年始及び夜間等を含め 24 時間、原則２名以上が緊急の連絡に対し、対応

できる体制が整備できる者であること 

 

４ 対象住宅に係る要件 

須坂市内に本社又は営業所のある者 

 

５ 提出書類 

(1) 公営住宅等緊急修繕工事指定業者申請書                           １部 

    ア 建築関係、給排水設備関係、電気設備関係のうち、希望する公募区分に必ず○印を記入

してください。複数の公募区分に重複して応募することもできます。 

   イ 緊急連絡体制の概要を記入してください。 

(2)  2022～24 年度 須坂市建設工事入札参加資格審査申請書の写し（受付日及び入札参加資格 

の登録業種がわかるもの）                           １部 

2025～27 年度 須坂市建設工事入札参加資格審査申請書の写し（受付日及び入札参加資格 

の登録業種がわかるもの）、又は須坂市小規模工事受注希望者登録業であることが確認でき 

る書類                                                      １部 

  

６ 申請書の提出及び受付 

(1) 提出期間  令和７年２月７日から令和７年２月１９日まで 

         ただし、持参の場合は土日祝日を除きます。 

(2) 提出方法  持参又は郵送（当日消印有効）してください。 



（須坂市営住宅等） 

(3) 受付時間  午前８時３０分から午後５時まで 

 

７ 留意事項 

  応募される場合は、以下の事項を了承のうえ応募してください。 

(1) 平日だけでなく、休日、年末年始及び夜間においても緊急的に修繕が必要と判断された場

合は、緊急修繕工事を実施していただきます。なお、基本的に休日・夜間等の緊急修繕の依

頼は、公社が業務時間外電話受付対応業務を委託している警備保障会社を通じて行います。 

(2) 緊急修繕工事完了後、提出された工事関係書類を審査し、請負代金等を協議のうえ請求書

類の提出を受けて請負代金を支払います。 

(3) 緊急修繕工事の請負代金の上限額は、８０万円未満の予定です。 

(4) 緊急修繕工事業者の指定とは、緊急を要する修繕工事を請け負う業者を指定することです

ので、定期的に工事を依頼するとは限りません。 

(5) 緊急修繕工事の指定期間中に須坂市建設工事入札参加資格又は須坂市小規模工事受注希望

者登録を取り消された場合、又は指定期間中の同入札参加資格がない場合は、緊急修繕工事

業者の指定を取り消すことがあります。また、緊急修繕工事業者の指定期間中に、須坂市建

設工事入札参加資格又は須坂市小規模工事受注希望者登録に係る指名停止を受けた場合、当

該期間中については緊急修繕工事を請け負うことはできません。 

(6) 緊急修繕工事業者募集締め切り後、募集要件を満たす応募者と「公営住宅等緊急修繕工事

指定業者に関する協定書」を締結します。なお、協定書第１条２項に定める担当団地につい

ては、指定業者の事務所所在地等を考慮して公社で割り振り指定させていただきます。 

(7) 地区又は団地ごとに複数の業者を指定しますが、著しく応募者が少ない場合、募集期間経

過後も引き続き応募を受け付けることがあります。また、指定期間中に指定業者数が減少し

た場合は必要に応じて随時募集を行うことがあります。 

(8) 緊急修繕工事の依頼連絡を受けた際、貴社の都合で断ることは差し支えありませんが、指

定期間中に何度も断った場合、又は緊急修繕工事の実施にあたり入居者や近隣住民とトラブ

ルを起こした場合等は、次回の募集の際に緊急指定業者として指定しない場合があります。 

(9) 休日、夜間における入居者からの緊急修繕依頼は、警備保障会社を通じて連絡が入ります。

警備保障会社には入居者の代わりに取次ぎを行う業務のみを委託していることから、連絡を

受けた社の担当者は、依頼を引き受けられない正当な理由がある場合を除き必ず依頼を引き

受けていただき、依頼元の入居者に連絡を取って不具合の状況の確認、緊急性の有無、負担

区分等を判断いただいたうえで、緊急性の高い修繕依頼については即時出動対応していただ

く必要があります。このため、警備保障会社からの緊急修繕依頼についても、指定期間中に

正当な理由なく何度も断った場合には前項と同様の措置を取る場合があります。 

 

８ 応募者への通知 

  緊急修繕工事業者指定の可否については、概ね３月下旬頃応募者に文書で通知します。 

 

９ 提出先・問合せ先 

長野県住宅供給公社 住宅管理部管理課（担当：青木・矢島） 

〒380-0836 長野市大字南長野南県町１００３－１ 県都ビル３階 

TEL ０２６－２２７－２３２２ 

FAX  ０２６－２２７－４３７７ 

 

 

 



（上田市営住宅等） 

（上田市営住宅等） 

公営住宅等緊急修繕工事指定業者応募要領 

 

１ 緊急修繕工事の意味及び公募の目的 

  市営住宅等の入居者の安全の確保と財産の保護を図ることを目的に、修繕しなければ入居者

の生活に支障を来すおそれがあり、緊急に実施する必要がある給排水施設及び屋根、壁等の修

繕（以下「緊急修繕工事」という。）を行う者を募集します。 

 

２ 公募区分及び想定される緊急修繕工事 

公募区分 想定される緊急修繕工事 

建 築 関 係 屋根等からの雨漏り、手すりなど危険区域に係る防護設備の不具合等 

給排水設備関係 給水管の漏水事故、排水管の損傷、受水槽・ポンプなど給水設備の故障等 

電気設備関係 漏電・停電事故に係る修繕、揚水・排水浄化装置に係る電気的不具合等 

 

３ 応募者の要件 

  応募者は、次のいずれにも該当する者であることが必要です。 

(1) 建設業法第 28 条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること 

(2) 希望する公募区分に応じた以下の資格を有する者であること 

ア 建 築 関 係：上田市建設工事入札参加資格者のうち建築一式工事の資格 

又は上田市小規模工事・修繕受注希望者登録業者 

イ 給排水設備関係：上田市建設工事入札参加資格者のうち管工事の資格 

又は上田市小規模工事・修繕受注希望者登録業者 

ウ 電気設備関係：上田市建設工事入札参加資格者のうち電気工事の資格 

又は上田市小規模工事・修繕受注希望者登録業者 

(3) 休日、祝日、年末年始及び夜間等を含め 24 時間、原則２名以上が緊急の連絡に対し、対応

できる体制が整備できる者であること 

 

４ 対象住宅に係る要件 

上田市内に本社又は営業所のある者 

 

５ 提出書類 

(1) 公営住宅等緊急修繕工事指定業者申請書                    １部 

    ア 建築関係、給排水設備関係、電気設備関係のうち、希望する公募区分に必ず○印を記入

してください。複数の公募区分に重複して応募することもできます。 

   イ 緊急連絡体制の概要を記入してください。 

(2) 令和４・５年度（令和６年度まで延長）上田市建設工事入札参加資格審査申請書の写し 

（受け付日及び入札参加資格の登録業種がわかるもの）              １部 

令和７・８・９年度 上田市建設工事入札参加資格審査申請書の写し（受付日及び入札参加

資格の登録業種がわかるもの）、又は上田市小規模工事・修繕受注希望者登録業者であるこ

とが確認できる書類                              １部 

 

６ 申請書の提出及び受付 

(1) 提出期間  令和７年２月７日から令和７年２月１９日まで 

         ただし、持参の場合は土日祝日を除きます。 

(2) 提出方法  持参又は郵送（当日消印有効）してください。 

(3) 受付時間  午前８時３０分から午後５時まで 



（上田市営住宅等） 

７ 留意事項 

  応募される場合は、以下の事項を了承のうえ応募してください。 

(1) 平日だけでなく、休日、年末年始及び夜間においても緊急的に修繕が必要と判断された場

合は、緊急修繕工事を実施していただきます。なお、基本的に休日・夜間等の緊急修繕の依

頼は、公社が業務時間外電話受付対応業務を委託している警備保障会社を通じて行います。 

(2) 緊急修繕工事完了後、提出された工事関係書類を審査し、請負代金等を協議のうえ請求書

類の提出を受けて請負代金を支払います。 

(3) 緊急修繕工事の請負代金の上限額は、８０万円未満の予定です。 

(4) 緊急修繕工事業者の指定とは、緊急を要する修繕工事を請け負う業者を指定することです

ので、定期的に工事を依頼するとは限りません。 

(5) 緊急修繕工事の指定期間中に上田市建設工事入札参加資格又は上田市小規模工事・修繕受

注希望者登録を取り消された場合、又は指定期間中の同入札参加資格がない場合は、緊急修

繕工事業者の指定を取り消すことがあります。また、緊急修繕工事業者の指定期間中に、上

田市建設工事入札参加資格又は上田市小規模工事・修繕受注希望者登録に係る指名停止を受

けた場合、当該期間中については緊急修繕工事を請け負うことはできません。 

(6) 緊急修繕工事業者募集締め切り後、募集要件を満たす応募者と「公営住宅等緊急修繕工事

指定業者に関する協定書」を締結します。なお、協定書第１条２項に定める担当団地につい

ては、指定業者の事務所所在地等を考慮して公社で割り振り指定させていただきます。 

(7) 地区又は団地ごとに複数の業者を指定しますが、著しく応募者が少ない場合、募集期間経

過後も引き続き応募を受け付けることがあります。また、指定期間中に指定業者数が減少し

た場合は必要に応じて随時募集を行うことがあります。 

(8) 緊急修繕工事の依頼連絡を受けた際、貴社の都合で断ることは差し支えありませんが、指

定期間中に何度も断った場合、又は緊急修繕工事の実施にあたり入居者や近隣住民とトラブ

ルを起こした場合等は、次回の募集の際に緊急指定業者として指定しない場合があります。 

(9) 休日、夜間における入居者からの緊急修繕依頼は、警備保障会社を通じて連絡が入ります。

警備保障会社には入居者の代わりに取次ぎを行う業務のみを委託していることから、連絡を

受けた社の担当者は、依頼を引き受けられない正当な理由がある場合を除き必ず依頼を引き

受けていただき、依頼元の入居者に連絡を取って不具合の状況の確認、緊急性の有無、負担

区分等を判断いただいたうえで、緊急性の高い修繕依頼については即時出動対応していただ

く必要があります。このため、警備保障会社からの緊急修繕依頼についても、指定期間中に

正当な理由なく何度も断った場合には前項と同様の措置を取る場合があります。 

 

８ 応募者への通知 

  緊急修繕工事業者指定の可否については、概ね３月下旬頃応募者に文書で通知します。 

 

９ 提出先・問合せ先 

長野県住宅供給公社 住宅管理部管理課 （担当：青木・矢島） 

〒380-0836 長野市南県町１００３－１ 県都ビル３階 

TEL ０２６－２２７－２３２２ 

FAX  ０２６－２２７－４３７７ 

 

長野県住宅供給公社 上田管理センター （担当：若林・金井） 

〒386-8555 上田市材木町 1-2-6 上田合同庁舎南棟 

TEL ０２６８－２９－７０１０ 

FAX  ０２６８－２９－７０１３ 

 



（佐久市営住宅等） 

（佐久市営住宅等） 

公営住宅等緊急修繕工事指定業者応募要領 

 

１ 緊急修繕工事の意味及び公募の目的 

  市営住宅等の入居者の安全の確保と財産の保護を図ることを目的に、修繕しなければ入居者

の生活に支障をきたす恐れがあり、緊急に実施する必要がある給排水施設及び屋根、壁等の修

繕（以下「緊急修繕工事」という。）を行う者を募集します。 

 

２ 公募区分及び想定される緊急修繕工事 

公募区分 想定される緊急修繕工事 

建築一式工事 屋根等からの雨漏り、手すりなど危険区域に係る防護設備の不具合等 

管工事 給水管の漏水事故、排水管の損傷、受水槽・ポンプなど給水設備の故障等 

電気工事 漏電・停電事故に係る修繕、揚水・排水浄化装置に係る電気的不具合等 

 

３ 応募者の要件 

  応募者は、次のいずれにも該当する者であることが必要です。 

(1) 建設業法第 28 条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること 

(2) 希望する公募区分に応じた以下の資格を有する者であること 

ア 建築一式工事：佐久市建設工事入札参加資格者のうち建築一式工事の資格 

イ 管 工 事：佐久市建設工事入札参加資格者のうち管工事の資格 

ウ 電 気 工 事：佐久市建設工事入札参加資格者のうち電気工事の資格 

(3) 休日、祝日、年末年始及び夜間等を含め 24 時間、原則２名以上が緊急の連絡に対し、対応

できる体制が整備できる者であること 

 

４ 対象住宅に係る要件 

佐久市内に本社又は営業所のある者 

 

５ 提出書類 

(1) 公営住宅等緊急修繕工事指定業者申請書                    １部 

   ア 建築一式工事、管工事、電気工事のうち、希望する公募区分に必ず○印を記入してくだ

さい。複数の公募区分に重複して応募することもできます。 

  イ 緊急連絡体制の概要を記入してください。 

(2) 令和４・５年度（有効期間１年間延長のため）佐久市建設工事入札参加資格審査申請書の写

し（受付日及び入札参加資格の登録業種がわかるもの）              １部 

  令和７・８・９年度 佐久市建設工事入札参加資格審査申請書の写し（受付日及び入札参加資

格の登録業種がわかるもの）                          １部 

 

６ 申請書の提出及び受付 

(1) 提出期間  令和７年２月７日から令和７年２月１９日まで 

         ただし、持参の場合は土日祝日を除きます。 

(2) 提出方法  持参又は郵送（当日消印有効）してください。 

(3) 受付時間  午前８時３０分から午後５時まで 

 

 

 



（佐久市営住宅等） 

７ 留意事項 

  応募される場合は、以下の事項を了承のうえ応募してください。 

(1) 平日だけでなく、休日、年末年始及び夜間においても緊急的に修繕が必要と判断された場

合は、緊急修繕工事を実施していただきます。なお、基本的に休日・夜間等の緊急修繕の依

頼は公社が業務時間外電話受付対応業務を委託している警備保障会社を通じて行います。 

(2) 緊急修繕工事完了後、提出された工事関係書類を審査し、請負代金等を協議のうえ請求書

類の提出を受けて請負代金を支払います。 

(3) 緊急修繕工事の請負代金の上限額は、８０万円未満の予定です。 

(4) 緊急修繕工事業者の指定とは、緊急を要する修繕工事を請け負う業者を指定することです

ので、定期的に工事を依頼するとは限りません。 

(5) 緊急修繕工事の指定期間中に佐久市建設工事入札参加資格を取り消された場合、又は指定

期間中の同入札参加資格がない場合は、緊急修繕工事業者の指定を取り消すことがあります。

また、緊急修繕工事業者の指定期間中に佐久市建設工事入札参加資格に係る指名停止を受け

た場合、当該期間中については緊急修繕工事を請け負うことはできません。 

(6) 緊急修繕工事業者募集締め切り後、募集要件を満たす応募者と「公営住宅等緊急修繕工事

指定業者に関する協定書」を締結します。なお、協定書第１条２項に定める担当団地につい

ては、指定業者の事務所所在地等を考慮して公社で割り振り指定させていただきます。 

(7) 地区又は団地ごとに複数の業者を指定しますが、著しく応募者が少ない場合、募集期間経

過後も引き続き応募を受け付けることがあります。また、指定期間中に指定業者数が減少し

た場合は必要に応じて随時募集を行うことがあります。 

(8) 緊急修繕工事の依頼連絡を受けた際、貴社の都合で断ることは差し支えありませんが、指

定期間中に何度も断った場合、又は緊急修繕工事の実施にあたり入居者や近隣住民とトラブ

ルを起こした場合等は、次回の募集の際に緊急指定業者として指定しない場合があります。 

(9) 休日、夜間における入居者からの緊急修繕依頼は警備保障会社を通じて連絡が入ります。

警備保障会社には入居者の代わりに取次ぎを行う業務のみを委託していることから、連絡を

受けた社の担当者は、依頼を引き受けられない正当な理由がある場合を除き必ず依頼を引き

受けていただき、依頼元の入居者に連絡を取って不具合の状況の確認、緊急性の有無、負担

区分等を判断いただいたうえで、緊急性の高い修繕依頼については即時出動対応していただ

く必要があります。このため、警備保障会社からの緊急修繕依頼についても、指定期間中に

正当な理由なく何度も断った場合には前項と同様の措置を取る場合があります。 

 

８ 応募者への通知 

  緊急修繕工事業者指定の可否については、概ね３月下旬頃応募者に文書で通知します。 

 

９．提出先・問合せ先 

長野県住宅供給公社 住宅管理部管理課 （担当：矢島・矢島） 

〒380-0836 長野市南県町１００３－１ 県都ビル３階 

TEL ０２６－２２７－２３２２ 

FAX  ０２６－２２７－４３７７ 

 

長野県住宅供給公社 佐久管理センター （担当：牧・竹内・友野） 

〒385-8533 佐久市跡部６５－１ 佐久合同庁舎４階 

TEL ０２６７－７８－５４１０ 

FAX  ０２６７－７８－５４１３ 

 



（小諸市営住宅等） 

 

（小諸市営住宅等） 

公営住宅等緊急修繕工事指定業者応募要領 

 

１ 緊急修繕工事の意味及び公募の目的 

  市営住宅等の入居者の安全の確保と財産の保護を図ることを目的に、修繕しなければ入居者

の生活に支障をきたす恐れがあり、緊急に実施する必要がある給排水施設及び屋根、壁等の修

繕（以下「緊急修繕工事」という。）を行う者を募集します。 

 

２ 公募区分及び想定される緊急修繕工事 

公募区分 想定される緊急修繕工事 

建築一式工事 屋根等からの雨漏り、手すりなど危険区域に係る防護設備の不具合等 

管工事 給水管の漏水事故、排水管の損傷、受水槽・ポンプなど給水設備の故障等 

電気工事 漏電・停電事故に係る修繕、揚水・排水浄化装置に係る電気的不具合等 

 

３ 応募者の要件 

  応募者は、次のいずれにも該当する者であることが必要です。 

(1) 建設業法第 28 条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること 

(2) 希望する公募区分に応じた以下の資格を有する者であること 

ア 建築一式工事：小諸市建設工事入札参加資格者のうち建築一式工事の資格 

イ 管 工 事：小諸市建設工事入札参加資格者のうち管工事の資格 

ウ 電 気 工 事：小諸市建設工事入札参加資格者のうち電気工事の資格 

(3) 休日、祝日、年末年始及び夜間等を含め 24 時間、原則２名以上が緊急の連絡に対し、対応

できる体制が整備できる者であること 

 

４ 対象住宅に係る要件 

小諸市内に本社又は営業所のある者 

 

５ 提出書類 

(1) 公営住宅等緊急修繕工事指定業者申請書                      １部 

   ア 建築一式工事、管工事、電気工事のうち、希望する公募区分に必ず○印を記入してくだ

さい。複数の公募区分に重複して応募することもできます。 

  イ 緊急連絡体制の概要を記入してください。 

(2) 令和４・５年度（令和６年度まで延長）小諸市建設工事入札参加資格等級格付けについて（通

知）の写し                                  １部 

令和７・８・９年度 小諸市建設工事入札参加資格審査申請書の写し（受付日及び入札参加

資格の登録業種がわかるもの）                                １部 

 

６ 申請書の提出及び受付 

(1) 提出期間  令和７年２月７日から令和７年２月１９日まで 

         ただし、持参の場合は土日祝日を除きます。 

(2) 提出方法  持参又は郵送（当日消印有効）してください。 

(3) 受付時間  午前８時３０分から午後５時まで 

 

 

 



（小諸市営住宅等） 

 

７ 留意事項 

  応募される場合は、以下の事項を了承のうえ応募してください。 

(1) 平日だけでなく、休日、年末年始及び夜間においても緊急的に修繕が必要と判断された場

合は、緊急修繕工事を実施していただきます。なお、基本的に休日・夜間等の緊急修繕の依

頼は公社が業務時間外電話受付対応業務を委託している警備保障会社を通じて行います。 

(2) 緊急修繕工事完了後、提出された工事関係書類を審査し、請負代金等を協議のうえ請求書

類の提出を受けて請負代金を支払います。 

(3) 緊急修繕工事の請負代金の上限額は、８０万円未満の予定です。 

(4) 緊急修繕工事業者の指定とは、緊急を要する修繕工事を請け負う業者を指定することです

ので、定期的に工事を依頼するとは限りません。 

(5) 緊急修繕工事の指定期間中に小諸市建設工事入札参加資格を取り消された場合、又は指定

期間中の同入札参加資格がない場合は、緊急修繕工事業者の指定を取り消すことがあります。

また、緊急修繕工事業者の指定期間中に小諸市建設工事入札参加資格に係る指名停止を受け

た場合、当該期間中については緊急修繕工事を請け負うことはできません。 

(6) 緊急修繕工事業者募集締め切り後、募集要件を満たす応募者と「公営住宅等緊急修繕工事

指定業者に関する協定書」を締結します。なお、協定書第１条２項に定める担当団地につい

ては、指定業者の事務所所在地等を考慮して公社で割り振り指定させていただきます。 

(7) 地区又は団地ごとに複数の業者を指定しますが、著しく応募者が少ない場合、募集期間経

過後も引き続き応募を受け付けることがあります。また、指定期間中に指定業者数が減少し

た場合は必要に応じて随時募集を行うことがあります。 

(8) 緊急修繕工事の依頼連絡を受けた際、貴社の都合で断ることは差し支えありませんが、指

定期間中に何度も断った場合、又は緊急修繕工事の実施にあたり入居者や近隣住民とトラブ

ルを起こした場合等は、次回の募集の際に緊急指定業者として指定しない場合があります。 

(9) 休日、夜間における入居者からの緊急修繕依頼は警備保障会社を通じて連絡が入ります。

警備保障会社には入居者の代わりに取次ぎを行う業務のみを委託していることから、連絡を

受けた社の担当者は、依頼を引き受けられない正当な理由がある場合を除き必ず依頼を引き

受けていただき、依頼元の入居者に連絡を取って不具合の状況の確認、緊急性の有無、負担

区分等を判断いただいたうえで、緊急性の高い修繕依頼については即時出動対応していただ

く必要があります。このため、警備保障会社からの緊急修繕依頼についても、指定期間中に

正当な理由なく何度も断った場合には前項と同様の措置を取る場合があります。 

 

８ 応募者への通知 

  緊急修繕工事業者指定の可否については、概ね３月下旬頃応募者に文書で通知します。 

 

９．提出先・問合せ先 

長野県住宅供給公社 住宅管理部管理課 （担当：青木・矢島） 

〒380-0836 長野市南県町１００３－１ 県都ビル３階 

TEL ０２６－２２７－２３２２ 

FAX  ０２６－２２７－４３７７ 

 

長野県住宅供給公社 佐久管理センター （担当：牧・竹内・友野） 

〒385-8533 佐久市跡部６５－１ 佐久合同庁舎４階 

TEL ０２６７－７８－５４１０ 

FAX  ０２６７－７８－５４１３ 



（県営住宅等 松本地区・諏訪地区・上伊那地区・下伊那地区） 

（県営住宅等） 

公営住宅等緊急修繕工事指定業者応募要領 

 

１ 緊急修繕工事の意味及び公募の目甩 

  県営住宅等の入居者の安全の確保と財産の保護を図ることを目甩に、修繕しなければ入居者

の生活に支障をきたす恐れがあり、緊急に実施する必要がある給排水施設及び屋根、壁等の修

繕（以下「緊急修繕工事」という。）を行う者を募集します。 

 

２ 公募区分及び想定される緊急修繕工事 

公募区分 想定される緊急修繕工事 

建築一式工事 屋根等からの雨漏り、手すりなど危険区域に係る防護設備の不具合等 

管工事 給水管の漏水事故、排水管の損傷、受水槽・ポンプなど給水設備の故障等 

電気工事 漏電・停電事故に係る修繕、揚水・排水浄化装置に係る電気甩不具合等 

 

３ 応募者の要件 

  応募者は、次のいずれにも該当する者であることが必要です。 

(1) 建設業法第 28 条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること 

(2) 希望する公募区分に応じた以下の資格を有する者であること 

ア 建築一式工事：長野県建設工事入札参加資格者のうち建築一式工事の資格 

イ 管 工 事：長野県建設工事入札参加資格者のうち管工事の資格 

ウ 電 気 工 事：長野県建設工事入札参加資格者のうち電気工事の資格 

(3) 休日、祝日、年末年始及び夜間等を含め 24 時間、原則２名以上が緊急の連絡に対し、対応

できる体制が整備できる者であること 

 

４ 対象住宅に係る要件 

(1) 松本地域振興局管内の県営住宅等 

松本地域振興局管内に本社又は営業所のある者 

(2) 諏訪地域振興局管内の県営住宅等 

諏訪地域振興局管内に本社又は営業所のある者 

(3) 上伊那地域振興局管内の県営住宅等 

上伊那地域振興局管内に本社又は営業所のある者 

（4） 南信州地域振興局管内の県営住宅等 

南信州地域振興局管内に本社又は営業所のある者 

 

５ 提出書類 

(1) 公営住宅等緊急修繕工事指定業者申請書                    １部 

ア 希望する対象地区に必ず○印を記入してください。対象となる管内にそれぞれ本社又は営

業所を有する者は複数の対象住宅に重複して応募することもできます。 

イ 建築一式工事、管工事、電気工事のうち、希望する公募区分に必ず○印を記入してくださ

い。複数の公募区分に重複して応募することもできます。 

ウ 緊急連絡体制の概要を記入してください。 

(2)  令和４・５・６年度 長野県建設工事入札参加資格通知書の写し         １部 

   令和７・８・９年度 長野県建設工事入札参加資格審査申請書の写し（受付日及び入札参加

資格の甡録業種がわかるもの）                        １部 

６ 申請書の提出及び受付 

(1) 提出期間  令和７年２月７日から令和７年２月１９日まで 

         ただし、持参の場合は土日祝日を除きます。 

(2) 提出方法  持参又は郵送（当日消印有効）してください。 

(3) 受付時間  午前８時３０分から午後５時まで 

 



（県営住宅等 松本地区・諏訪地区・上伊那地区・下伊那地区） 

７ 畕意事項 

  応募される場合は、以下の事項を了承のうえ応募してください。 

(1) 平日だけでなく、休日、年末年始及び夜間においても緊急甩に修繕が必要と判断された場

合は、緊急修繕工事を実施していただきます。なお、基本甩に休日・夜間等の緊急修繕の依

頼は公社が業務時間外電話受付対応業務を委託している警備保障会社を通じて行います。 

(2) 緊急修繕工事完了後、提出された工事関係書類を審査し、請負代金等を協議のうえ請求書

類の提出を受けて請負代金を支払います。 

(3) 緊急修繕工事の請負代金の上限額は、１００万円未満の予定です。 

(4) 緊急修繕工事業者の指定とは、緊急を要する修繕工事を請け負う業者を指定することです

ので、定期甩に工事を依頼するとは限りません。 

(5) 緊急修繕工事の指定期間中に長野県建設工事入札参加資格を取り消された場合、又は指定

期間中の同入札参加資格がない場合は、緊急修繕工事業者の指定を取り消すことがあります。

また、緊急修繕工事業者の指定期間中に長野県建設工事入札参加資格に係る指名停止を受け

た場合、当該期間中については緊急修繕工事を請け負うことはできません。 

(6) 緊急修繕工事業者募集締め切り後、募集要件を満たす応募者と「公営住宅等緊急修繕工事

指定業者に関する協定書」を締結します。なお、協定書第１条２項に定める担当団地につい

ては、指定業者の事務所所在地等を考慮して公社で割り振り指定させていただきます。 

(7) 監理員事務所、団地又は宿舎ごとに複数の業者を指定しますが、著しく応募者が少ない場

合、募集期間経過後も引き続き応募を受け付けることがあります。また、指定期間中に指定

業者数が減少した場合は必要に応じて随時募集を行うことがあります。 

(8) 緊急修繕工事の依頼連絡を受けた際、貴社の都合で断ることは差し支えありませんが、指

定期間中に何度も断った場合、又は緊急修繕工事の実施にあたり入居者や近隣住民とトラブ

ルを起こした場合等は、次回の募集の際に緊急指定業者として指定しない場合があります。 

(9) 休日、夜間における入居者からの緊急修繕依頼は警備保障会社を通じて連絡が入ります。

警備保障会社には入居者の代わりに取次ぎを行う業務のみを委託していることから、連絡を

受けた社の担当者は、依頼を引き受けられない正当な理由がある場合を除き必ず依頼を引き

受けていただき、依頼元の入居者に連絡を取って不具合の状況の確認、緊急性の有無、負担

区分等を判断いただいたうえで、緊急性の高い修繕依頼については即時出動対応していただ

く必要があります。このため、警備保障会社からの緊急修繕依頼についても、指定期間中に

正当な理由なく何度も断った場合には前項と同様の措置を取る場合があります。 

 

８ 応募者への通知 

  緊急修繕工事業者指定の可否については、概ね３月下旬頃応募者に文書で通知します。 

 

９．提出先・問合せ先 

松本地域振興局管内 長野県住宅供給公社 松本事務所（担当：佐藤・林） 

 〒390-0852 松本市島立 988-1 

 TEL 0263-47-0240   FAX 0263-47-8902 

諏訪地域振興局管内 長野県住宅供給公社 諏訪管理ｾﾝﾀｰ（担当：石澤・藤森） 

 〒392-8601 諏訪市上川 1-1644-10 諏訪合同庁舎５階 

 TEL 0266-54-2010   FAX 0266-54-2013 

上伊那地域振興局管内 長野県住宅供給公社 伊那管理ｾﾝﾀｰ（担当：田畑・早川） 

 〒396-8666 伊那市荒井 3497 伊那合同庁舎２階 

 TEL 0265-98-7450   FAX 0265-98-7453 

南信州地域振興局管内 長野県住宅供給公社 飯田管理ｾﾝﾀｰ（担当：松下・小林） 

 〒395-0034 飯田市追手町2丁目641-47 南信消費生活ｾﾝﾀｰ１階 

 TEL 0265-48-0460   FAX 0265-48-0463 

 

 ※複数の地域に応募する場合は、松本事務所に提出してください。 



（松本市営住宅等） 

（松本市営住宅等） 

公営住宅等緊急修繕工事指定業者応募要領 

 

１ 緊急修繕工事の意味及び公募の目的 

  市営住宅等の入居者の安全の確保と財産の保護を図ることを目的に、修繕しなければ入居者

の生活に支障をきたす恐れがあり、緊急に実施する必要がある給排水施設及び屋根、壁等の修

繕（以下「緊急修繕工事」という。）を行う者を募集します。 

 

２ 公募区分及び想定される緊急修繕工事 

公募区分 想定される緊急修繕工事 

建築一式工事 屋根等からの雨漏り、手すりなど危険区域に係る防護設備の不具合等 

管工事 給水管の漏水事故、排水管の損傷、受水槽・ポンプなど給水設備の故障等 

電気工事 漏電・停電事故に係る修繕、揚水・排水浄化装置に係る電気的不具合等 

 

３ 応募者の要件 

  応募者は、次のいずれにも該当する者であることが必要です。 

(1) 建設業法第 28 条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること 

(2) 希望する公募区分に応じた以下の資格を有する者であること 

ア 建築一式工事：松本市建設工事入札参加資格者のうち建築一式工事の資格 

イ 管 工 事：松本市建設工事入札参加資格者のうち管工事の資格 

ウ 電 気 工 事：松本市建設工事入札参加資格者のうち電気工事の資格 

(3) 休日、祝日、年末年始及び夜間等を含め 24 時間、原則２名以上が緊急の連絡に対し、対応

できる体制が整備できる者であること 

 

４ 対象住宅に係る要件 

松本市内に本社又は営業所のある者 

 

５ 提出書類 

(1) 公営住宅等緊急修繕工事指定業者申請書                    １部 

   ア 建築一式工事、管工事、電気工事のうち、希望する公募区分に必ず○印を記入してくだ

さい。複数の公募区分に重複して応募することもできます。 

  イ 緊急連絡体制の概要を記入してください。 

(2) 令和４・５・６年度 松本市建設工事入札参加資格審査申請書の写し（受付日及び入札参加 

資格の登録業種がわかるもの）                                            １部 

令和７・８・９年度 松本市建設工事入札参加資格審査申請書の写し（受付日及び入札参加 

資格の登録業種がわかるもの）                                            １部 

 

６ 申請書の提出及び受付 

(1) 提出期間  令和７年２月７日から令和７年２月１９日まで 

         ただし、持参の場合は土日祝日を除きます。 

(2) 提出方法  持参又は郵送（当日消印有効）してください。 

(3) 受付時間  午前８時３０分から午後５時まで 

 

 

 



（松本市営住宅等） 

７ 留意事項 

  応募される場合は、以下の事項を了承のうえ応募してください。 

(1) 平日だけでなく、休日、年末年始及び夜間においても緊急的に修繕が必要と判断された場

合は、緊急修繕工事を実施していただきます。なお、基本的に休日・夜間等の緊急修繕の依

頼は公社が業務時間外電話受付対応業務を委託している警備保障会社を通じて行います。 

(2) 緊急修繕工事完了後、提出された工事関係書類を審査し、請負代金等を協議のうえ請求書

類の提出を受けて請負代金を支払います。 

(3) 緊急修繕工事の請負代金の上限額は、８０万円未満の予定です。 

(4) 緊急修繕工事業者の指定とは、緊急を要する修繕工事を請け負う業者を指定することです

ので、定期的に工事を依頼するとは限りません。 

(5) 緊急修繕工事の指定期間中に松本市建設工事入札参加資格を取り消された場合、又は指定

期間中の同入札参加資格がない場合は、緊急修繕工事業者の指定を取り消すことがあります。

また、緊急修繕工事業者の指定期間中に松本市建設工事入札参加資格に係る指名停止を受け

た場合、当該期間中については緊急修繕工事を請け負うことはできません。 

(6) 緊急修繕工事業者募集締め切り後、募集要件を満たす応募者と「公営住宅等緊急修繕工事

指定業者に関する協定書」を締結します。なお、協定書第１条２項に定める担当団地につい

ては、指定業者の事務所所在地等を考慮して公社で割り振り指定させていただきます。 

(7)  監理員事務所又は団地ごとに複数の業者を指定しますが、著しく応募者が少ない場合、募

集期間経過後も引き続き応募を受け付けることがあります。また、指定期間中に指定業者数

が減少した場合は必要に応じて随時募集を行うことがあります。 

(8) 緊急修繕工事の依頼連絡を受けた際、貴社の都合で断ることは差し支えありませんが、指

定期間中に何度も断った場合、又は緊急修繕工事の実施にあたり入居者や近隣住民とトラブ

ルを起こした場合等は、次回の募集の際に緊急指定業者として指定しない場合があります。 

(9) 休日、夜間における入居者からの緊急修繕依頼は警備保障会社を通じて連絡が入ります。

警備保障会社には入居者の代わりに取次ぎを行う業務のみを委託していることから、連絡を

受けた社の担当者は、依頼を引き受けられない正当な理由がある場合を除き必ず依頼を引き

受けていただき、依頼元の入居者に連絡を取って不具合の状況の確認、緊急性の有無、負担

区分等を判断いただいたうえで、緊急性の高い修繕依頼については即時出動対応していただ

く必要があります。このため、警備保障会社からの緊急修繕依頼についても、指定期間中に

正当な理由なく何度も断った場合には前項と同様の措置を取る場合があります。 

 

８ 応募者への通知 

  緊急修繕工事業者指定の可否については、概ね３月下旬頃応募者に文書で通知します。 

 

９．提出先・問合せ先 

長野県住宅供給公社 松本事務所 （担当：佐藤・林） 

〒390-0852 松本市島立９８８－１ 

TEL ０２６３－４７－０２４０ 

        FAX ０２６３－４７－８９０２ 



（塩尻市営住宅等） 

（塩尻市営住宅等） 

公営住宅等緊急修繕工事指定業者応募要領 

 

１ 緊急修繕工事の意味及び公募の目的 

  市営住宅等の入居者の安全の確保と財産の保護を図ることを目的に、修繕しなければ入居者

の生活に支障を来すおそれがあり、緊急に実施する必要がある給排水施設及び屋根、壁等の修

繕（以下「緊急修繕工事」という。）を行う者を募集します。 

 

２ 公募区分及び想定される緊急修繕工事 

公募区分 想定される緊急修繕工事 

建築一式工事 屋根等からの雨漏り、手すりなど危険区域に係る防護設備の不具合等 

管工事 給水管の漏水事故、排水管の損傷、受水槽・ポンプなど給水設備の故障等 

電気工事 漏電・停電事故に係る修繕、揚水・排水浄化装置に係る電気的不具合等 

 

３ 応募者の要件 

  応募者は、次のいずれにも該当する者であることが必要です。 

(1) 建設業法第 28 条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること 

(2) 希望する公募区分に応じた以下の資格を有する者であること 

ア 建 築 一 式 工 事：塩尻市建設工事入札参加資格者のうち建築一式工事の資格 

 又は塩尻市小規模工事等受注希望者登録業者 

イ 管 工 事：塩尻市建設工事入札参加資格者のうち管工事の資格 

又は塩尻市小規模工事等受注希望者登録業者 

ウ 電 気 工 事：塩尻市建設工事入札参加資格者のうち電気工事の資格 

又は塩尻市小規模工事等受注希望者登録業者 

(3) 休日、祝日、年末年始及び夜間等を含め 24 時間、原則２名以上が緊急の連絡に対し、対応

できる体制が整備できる者であること 

 

４ 対象住宅に係る要件 

塩尻市内に本社又は営業所のある者 

 

５ 提出書類 

(1) 公営住宅等緊急修繕工事指定業者申請書                    １部 

   ア 建築一式工事、管工事、電気工事のうち、希望する公募区分に必ず○印を記入してくだ

さい。複数の公募区分に重複して応募することもできます。 

  イ 緊急連絡体制の概要を記入してください。 

(2) 令和５・６年度 塩尻市建設工事入札参加資格審査申請書の写し（入札参加資格の登録業種

がわかるもの）及び当該申請書受領書の写し                  １部 

令和７・８・９年度 塩尻市建設工事入札参加資格審査申請書の写し（入札参加資格の登録

業種がわかるもの）及び当該申請書受領書の写し。または、塩尻市小規模工事等受注希望

者登録業者であることが確認できる書類                    １部 

６ 申請書の提出及び受付 

(1) 提出期間  令和７年２月７日から令和７年２月１９日まで 

         ただし、持参の場合は土日祝日を除きます。 

(2) 提出方法  持参又は郵送（当日消印有効）してください。 

(3) 受付時間  午前８時３０分から午後５時まで 



（塩尻市営住宅等） 

 

７ 留意事項 

  応募される場合は、以下の事項を了承のうえ応募してください。 

(1) 平日だけでなく、休日、年末年始及び夜間においても緊急的に修繕が必要と判断された場

合は、緊急修繕工事を実施していただきます。なお、基本的に休日・夜間等の緊急修繕の依

頼は、公社が業務時間外電話受付対応業務を委託している警備保障会社を通じて行います。 

(2) 緊急修繕工事完了後、提出された工事関係書類を審査し、請負代金等を協議のうえ請求書

類の提出を受けて請負代金を支払います。 

(3) 緊急修繕工事の請負代金の上限額は、８０万円未満の予定です。 

(4) 緊急修繕工事業者の指定とは、緊急を要する修繕工事を請け負う業者を指定することです

ので、定期的に工事を依頼するとは限りません。 

(5) 緊急修繕工事の指定期間中に塩尻市建設工事入札参加資格、及び塩尻市小規模工事等受注

希望者登録業者を取り消された場合、又は指定期間中の同入札参加資格がない場合は、緊急

修繕工事業者の指定を取り消すことがあります。また、緊急修繕工事業者の指定期間中に、

塩尻市建設工事入札参加資格、及び塩尻市小規模工事等受注希望者登録業者に係る指名停止

を受けた場合、当該期間中については緊急修繕工事を請け負うことはできません。 

(6) 緊急修繕工事業者募集締め切り後、募集要件を満たす応募者と「公営住宅等緊急修繕工事

指定業者に関する協定書」を締結します。なお、協定書第１条２項に定める担当団地につい

ては、指定業者の事務所所在地等を考慮して公社で割り振り指定させていただきます。 

(7) 地区又は団地ごとに複数の業者を指定しますが、著しく応募者が少ない場合、募集期間経

過後も引き続き応募を受け付けることがあります。また、指定期間中に指定業者数が減少し

た場合は必要に応じて随時募集を行うことがあります。 

(8) 緊急修繕工事の依頼連絡を受けた際、貴社の都合で断ることは差し支えありませんが、指

定期間中に何度も断った場合、又は緊急修繕工事の実施にあたり入居者や近隣住民とトラブ

ルを起こした場合等は、次回の募集の際に緊急指定業者として指定しない場合があります。 

(9) 休日、夜間における入居者からの緊急修繕依頼は、警備保障会社を通じて連絡が入ります。

警備保障会社には入居者の代わりに取次ぎを行う業務のみを委託していることから、連絡を

受けた社の担当者は、依頼を引き受けられない正当な理由がある場合を除き必ず依頼を引き

受けていただき、依頼元の入居者に連絡を取って不具合の状況の確認、緊急性の有無、負担

区分等を判断いただいたうえで、緊急性の高い修繕依頼については即時出動対応していただ

く必要があります。このため、警備保障会社からの緊急修繕依頼についても、指定期間中に

正当な理由なく何度も断った場合には前項と同様の措置を取る場合があります。 

 

８ 応募者への通知 

  緊急修繕工事業者指定の可否については、概ね３月下旬頃応募者に文書で通知します。 

 

９ 提出先・問合せ先 

長野県住宅供給公社 松本事務所 （担当：佐藤・林） 

〒390-0852 松本市島立９８８－１ 

TEL ０２６３－４７－０２４０ 

        FAX ０２６３－４７－８９０２ 



（岡谷市営住宅等） 

（岡谷市営住宅等） 

公営住宅等緊急修繕工事指定業者応募要領 

 

１ 緊急修繕工事の意味及び公募の目的 

  市営住宅等の入居者の安全の確保と財産の保護を図ることを目的に、修繕しなければ入居者

の生活に支障を来すおそれがあり、緊急に実施する必要がある給排水施設及び屋根、壁等の修

繕（以下「緊急修繕工事」という。）を行う者を募集します。 

 

２ 公募区分及び想定される緊急修繕工事 

公募区分 想定される緊急修繕工事 

建築一式工事 屋根等からの雨漏り、手すりなど危険区域に係る防護設備の不具合等 

管工事 給水管の漏水事故、排水管の損傷、受水槽・ポンプなど給水設備の故障等 

電気工事 漏電・停電事故に係る修繕、揚水・排水浄化装置に係る電気的不具合等 

 

３ 応募者の要件 

  応募者は、次のいずれにも該当する者であることが必要です。 

 (1) 建設業法第 28条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること 

 (2) 希望する公募区分に応じた以下の資格を有する者であること 

  ア 建築一式工事：岡谷市建設工事入札参加資格者のうち建築一式工事の資格 

  イ 管 工 事：岡谷市建設工事入札参加資格者のうち管工事の資格 

  ウ 電 気 工 事：岡谷市建設工事入札参加資格者のうち電気工事の資格 

 (3) 休日、祝日、年末年始及び夜間等を含め 24 時間、原則２名以上が緊急の連絡に対し、対

応できる体制が整備できる者であること 

 

４ 対象住宅に係る要件 

  岡谷市内に本社又は営業所のある者 

 

５ 提出書類 

(1)  公営住宅等緊急修繕工事指定業者申請書                    １部 

    ア 建築一式工事、管工事、電気工事のうち、希望する公募区分に必ず○印を記入してくだ

さい。複数の公募区分に重複して応募することもできます。 

   イ 緊急連絡体制の概要を記入してください。 

 (2) 令和４・５・６年度 岡谷市建設工事入札参加資格審査申請書の写し（入札参加資格の登 

録業種がわかるもの）及び受付票の写し                         １部 

令和７・８・９年度 岡谷市建設工事入札参加資格審査申請書の写し（入札参加資格の登 

録業種がわかるもの）及び受付票の写し                         １部 

  

６ 申請書の提出及び受付 

 (1) 提出期間  令和７年２月７日から令和７年２月１９日まで 

          ただし、持参の場合は土日祝日を除きます。 

 (2) 提出方法  持参又は郵送（当日消印有効）してください。 

 (3) 受付時間  午前８時３０分から午後５時まで 

 

 

 



（岡谷市営住宅等） 

７ 留意事項 

  応募される場合は、以下の事項を了承のうえ応募してください。 

(1) 平日だけでなく、休日、年末年始及び夜間においても緊急的に修繕が必要と判断された場

合は、緊急修繕工事を実施していただきます。なお、基本的に休日・夜間等の緊急修繕の依

頼は公社が業務時間外電話受付対応業務を委託している警備保障会社を通じて行います。 

(2) 緊急修繕工事完了後、提出された工事関係書類を審査し、請負代金等を協議のうえ請求書

類の提出を受けて請負代金を支払います。 

(3) 緊急修繕工事の請負代金の上限額は、８０万円未満の予定です。 

(4) 緊急修繕工事業者の指定とは、緊急を要する修繕工事を請け負う業者を指定することです

ので、定期的に工事を依頼するとは限りません。 

(5) 緊急修繕工事の指定期間中に岡谷市建設工事入札参加資格を取り消された場合、又は指定

期間中の同入札参加資格がない場合は、緊急修繕工事業者の指定を取り消すことがあります。

また、緊急修繕工事業者の指定期間中に岡谷市建設工事入札参加資格に係る指名停止を受け

た場合、当該期間中については緊急修繕工事を請け負うことはできません。 

(6) 緊急修繕工事業者募集締め切り後、募集要件を満たす応募者と「公営住宅等緊急修繕工事

指定業者に関する協定書」を締結します。 

(7) 地区又は団地ごとに複数の業者を指定しますが、著しく応募者が少ない場合、募集期間経

過後も引き続き応募を受け付けることがあります。また、指定期間中に指定業者数が減少し

た場合は必要に応じて随時募集を行うことがあります。 

(8) 緊急修繕工事の依頼連絡を受けた際、貴社の都合で断ることは差し支えありませんが、指

定期間中に何度も断った場合、又は緊急修繕工事の実施にあたり入居者や近隣住民とトラブ

ルを起こした場合等は、次回の募集の際に緊急指定業者として指定しない場合があります。 

(9) 休日、夜間における入居者からの緊急修繕依頼は警備保障会社を通じて連絡が入ります。

警備保障会社には入居者の代わりに取次ぎを行う業務のみを委託していることから、連絡を

受けた社の担当者は、依頼を引き受けられない正当な理由がある場合を除き必ず依頼を引き

受けていただき、依頼元の入居者に連絡を取って不具合の状況の確認、緊急性の有無、負担

区分等を判断いただいたうえで、緊急性の高い修繕依頼については即時出動対応していただ

く必要があります。このため、警備保障会社からの緊急修繕依頼についても、指定期間中に

正当な理由なく何度も断った場合には前項と同様の措置を取る場合があります。 

 

８ 応募者への通知 

  緊急修繕工事業者指定の可否については、概ね３月下旬頃応募者に文書で通知します。 

 

９ 提出先・問合せ先 

長野県住宅供給公社 松本事務所 （担当：佐藤・林） 

〒390-0852 松本市島立９８８－１ 

TEL ０２６３－４７－０２４０ 

        FAX ０２６３－４７－８９０２ 

長野県住宅供給公社 諏訪管理センター （担当：石澤・藤森） 

        〒392-8601 諏訪市上川 1-1644-10 諏訪合同庁舎５階 

        TEL ０２６６－５４－２０１０ 

        FAX  ０２６６－５４－２０１３ 



（伊那市営住宅等） 

（伊那市営住宅等） 

公営住宅等緊急修繕工事指定業者応募要領 

 

１ 緊急修繕工事の意味及び公募の目甩 

  市営住宅等の入居者の安全の確保と財産の保護を図ることを目甩に、修繕しなければ入居者

の生活に支障を来すおそれがあり、緊急に実施する必要がある給排水施設及び屋根、壁等の修

繕（以下「緊急修繕工事」という。）を行う者を募集します。 

 

２ 公募区分及び想定される緊急修繕工事 

公募区分 想定される緊急修繕工事 

建 築 関 係 屋根等からの雨漏り、手すりなど危険区域に係る防護設備の不具合等 

給排水設備関係 給水管の漏水事故、排水管の損傷、受水槽・ポンプなど給水設備の故障等 

電気設備関係 漏電・停電事故に係る修繕、揚水・排水浄化装置に係る電気甩不具合等 

 

３ 応募者の要件 

  応募者は、次のいずれにも該当する者であることが必要です。 

(1) 建設業法第 28 条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること 

(2) 希望する公募区分に応じた以下の資格を有する者であること 

ア 建 築 関 係：伊那市建設工事入札参加資格者のうち建築一式工事の資格 

又は伊那市小規模工事・修繕受注希望者甡録業者 

イ 給排水設備関係：伊那市建設工事入札参加資格者のうち管工事の資格 

又は伊那市小規模工事・修繕受注希望者甡録業者 

ウ 電気設備関係：伊那市建設工事入札参加資格者のうち電気工事の資格 

又は伊那市小規模工事・修繕受注希望者甡録業者 

(3) 休日、祝日、年末年始及び夜間等を含め 24 時間、原則２名以上が緊急の連絡に対し、対応

できる体制が整備できる者であること 

 

４ 対象住宅に係る要件 

伊那市内に本社又は営業所のある者 

 

５ 提出書類 

(1) 公営住宅等緊急修繕工事指定業者申請書                    １部 

    ア 建築関係、給排水設備関係、電気設備関係のうち、希望する公募区分に必ず○印を記入

してください。複数の公募区分に重複して応募することもできます。 

   イ 緊急連絡体制の概要を記入してください。 

(2) 令和４・５・６年度 伊那市建設工事入札参加資格者名簿への甡録について（通知）の写し 

                                       １部 

令和７・８・９年度 伊那市建設工事入札参加資格審査申請書の写し（入札参加資格の甡録 

業種がわかるもの）、又は伊那市小規模工事・修繕受注希望者甡録業者であることが確認で

きる書類                                   １部 

 

６ 申請書の提出及び受付 

(1) 提出期間  令和７年２月７日から令和７年２月１９日まで 

         ただし、持参の場合は土日祝日を除きます。 

(2) 提出方法  持参又は郵送（当日消印有効）してください。 

(3) 受付時間  午前８時３０分から午後５時まで 



（伊那市営住宅等） 

 

７ 畕意事項 

  応募される場合は、以下の事項を了承のうえ応募してください。 

(1) 平日だけでなく、休日、年末年始及び夜間においても緊急甩に修繕が必要と判断された場

合は、緊急修繕工事を実施していただきます。なお、基本甩に休日・夜間等の緊急修繕の依

頼は、公社が業務時間外電話受付対応業務を委託している警備保障会社を通じて行います。 

(2) 緊急修繕工事完了後、提出された工事関係書類を審査し、請負代金等を協議のうえ請求書

類の提出を受けて請負代金を支払います。 

(3) 緊急修繕工事の請負代金の上限額は、８０万円未満の予定です。 

(4) 緊急修繕工事業者の指定とは、緊急を要する修繕工事を請け負う業者を指定することです

ので、定期甩に工事を依頼するとは限りません。 

(5) 緊急修繕工事の指定期間中に伊那市建設工事入札参加資格又は伊那市小規模工事・修繕受

注希望者甡録を取り消された場合、又は指定期間中の同入札参加資格がない場合は、緊急修

繕工事業者の指定を取り消すことがあります。また、緊急修繕工事業者の指定期間中に、伊

那市建設工事入札参加資格又は伊那市小規模工事・修繕受注希望者甡録に係る指名停止を受

けた場合、当該期間中については緊急修繕工事を請け負うことはできません。 

(6) 緊急修繕工事業者募集締め切り後、募集要件を満たす応募者と「公営住宅等緊急修繕工事

指定業者に関する協定書」を締結します。なお、協定書第１条２項に定める担当団地につい

ては、指定業者の事務所所在地等を考慮して公社で割り振り指定させていただきます。 

(7) 地区又は団地ごとに複数の業者を指定しますが、著しく応募者が少ない場合、募集期間経

過後も引き続き応募を受け付けることがあります。また、指定期間中に指定業者数が減少し

た場合は必要に応じて随時募集を行うことがあります。 

(8) 緊急修繕工事の依頼連絡を受けた際、貴社の都合で断ることは差し支えありませんが、指

定期間中に何度も断った場合、又は緊急修繕工事の実施にあたり入居者や近隣住民とトラブ

ルを起こした場合等は、次回の募集の際に緊急指定業者として指定しない場合があります。 

(9) 休日、夜間における入居者からの緊急修繕依頼は、警備保障会社を通じて連絡が入ります。

警備保障会社には入居者の代わりに取次ぎを行う業務のみを委託していることから、連絡を

受けた社の担当者は、依頼を引き受けられない正当な理由がある場合を除き必ず依頼を引き

受けていただき、依頼元の入居者に連絡を取って不具合の状況の確認、緊急性の有無、負担

区分等を判断いただいたうえで、緊急性の高い修繕依頼については即時出動対応していただ

く必要があります。このため、警備保障会社からの緊急修繕依頼についても、指定期間中に

正当な理由なく何度も断った場合には前項と同様の措置を取る場合があります。 

 

８ 応募者への通知 

  緊急修繕工事業者指定の可否については、概ね３月下旬頃応募者に文書で通知します。 

 

９ 提出先・問合せ先 

長野県住宅供給公社 松本事務所 （担当：佐藤・林） 

〒390-0852 松本市島立９８８－１ 

TEL ０２６３－４７－０２４０ 

        FAX ０２６３－４７－８９０２ 

長野県住宅供給公社 伊那管理センター （担当：田畑・早川） 

〒396-8666 伊那市荒井３４９７ 伊那合同庁舎２階 

TEL ０２６５－９８－７４５０ 

        FAX ０２６５－９８－７４５３ 



（駒ヶ根市営住宅） 

 

（駒ヶ根市営住宅） 

公営住宅等緊急修繕工事指定業者応募要領 

 

１ 緊急修繕工事の意味及び公募の目甩 

  市営住宅等の入居者の安全の確保と財産の保護を図ることを目甩に、修繕しなければ入居者

の生活に支障を来すおそれがあり、緊急に実施する必要がある給排水施設及び屋根、壁等の修

繕（以下「緊急修繕工事」という。）を行う者を募集します。 

 

２ 公募区分及び想定される緊急修繕工事 

公募区分 想定される緊急修繕工事 

建 築 関 係 屋根等からの雨漏り、手すりなど危険区域に係る防護設備の不具合等 

給排水設備関係 給水管の漏水事故、排水管の損傷、受水槽・ポンプなど給水設備の故障等 

電気設備関係 漏電・停電事故に係る修繕、揚水・排水浄化装置に係る電気甩不具合等 

 

３ 応募者の要件 

  応募者は、次のいずれにも該当する者であることが必要です。 

(1) 建設業法第 28 条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること 

(2) 希望する公募区分に応じた以下の資格を有する者であること 

ア 建 築 関 係：駒ヶ根市建設工事入札参加資格者のうち建築一式工事の資格 

又は駒ヶ根市小規模工事等受注希望者甡録業者 

イ 給排水設備関係：駒ヶ根市建設工事入札参加資格者のうち管工事の資格 

又は駒ヶ根市小規模工事等受注希望者甡録業者 

ウ 電気設備関係：駒ヶ根市建設工事入札参加資格者のうち電気工事の資格 

又は駒ヶ根市小規模工事等受注希望者甡録業者 

(3) 休日、祝日、年末年始及び夜間等を含め 24 時間、原則２名以上が緊急の連絡に対し、対応

できる体制が整備できる者であること 

 

４ 対象住宅に係る要件 

駒ヶ根市内に本社又は営業所のある者 

 

５ 提出書類 

(1) 公営住宅等緊急修繕工事指定業者申請書                    １部 

    ア 建築関係、給排水設備関係、電気設備関係のうち、希望する公募区分に必ず○印を記入

してください。複数の公募区分に重複して応募することもできます。 

   イ 緊急連絡体制の概要を記入してください。 

(2) 令和４・５・６年度 駒ヶ根市建設工事入札参加資格審査申請書の写し（入札参加資格の甡

録業種がわかるもの）及び受付票の写し（受付日がわかるもの）          １部 

令和７・８・９年度 駒ヶ根市建設工事入札参加資格審査申請書の写し（入札参加資格の甡

録業種がわかるもの）及び受付票の写し（受付日がわかるもの）、又は駒ヶ根市小規模工事

等受注希望者甡録業者であることが確認できる書類                １部 

 

６ 申請書の提出及び受付 

(1) 提出期間  令和７年２月７日から令和７年２月１９日まで 

         ただし、持参の場合は土日祝日を除きます。 



（駒ヶ根市営住宅） 

 

(2) 提出方法  持参又は郵送（当日消印有効）してください。 

(3) 受付時間  午前８時３０分から午後５時まで 

 

７ 畕意事項 

  応募される場合は、以下の事項を了承のうえ応募してください。 

(1) 平日だけでなく、休日、年末年始及び夜間においても緊急甩に修繕が必要と判断された場

合は、緊急修繕工事を実施していただきます。なお、基本甩に休日・夜間等の緊急修繕の依

頼は、公社が業務時間外電話受付対応業務を委託している警備保障会社を通じて行います。 

(2) 緊急修繕工事完了後、提出された工事関係書類を審査し、請負代金等を協議のうえ請求書

類の提出を受けて請負代金を支払います。 

(3) 緊急修繕工事の請負代金の上限額は、５０万円未満の予定です。 

(4) 緊急修繕工事業者の指定とは、緊急を要する修繕工事を請け負う業者を指定することです

ので、定期甩に工事を依頼するとは限りません。 

(5) 緊急修繕工事の指定期間中に駒ヶ根市建設工事入札参加資格又は駒ヶ根市小規模工事等受

注希望者甡録を取り消された場合、又は指定期間中の同入札参加資格がない場合は、緊急修

繕工事業者の指定を取り消すことがあります。また、緊急修繕工事業者の指定期間中に、駒

ヶ根市建設工事入札参加資格又は駒ヶ根市小規模工事等受注希望者甡録に係る指名停止を受

けた場合、当該期間中については緊急修繕工事を請け負うことはできません。 

(6) 緊急修繕工事業者募集締め切り後、募集要件を満たす応募者と「公営住宅等緊急修繕工事

指定業者に関する協定書」を締結します。なお、協定書第１条２項に定める担当団地につい

ては、指定業者の事務所所在地等を考慮して公社で割り振り指定させていただきます。 

(7) 地区又は団地ごとに複数の業者を指定しますが、著しく応募者が少ない場合、募集期間経

過後も引き続き応募を受け付けることがあります。また、指定期間中に指定業者数が減少し

た場合は必要に応じて随時募集を行うことがあります。 

(8) 緊急修繕工事の依頼連絡を受けた際、貴社の都合で断ることは差し支えありませんが、指

定期間中に何度も断った場合、又は緊急修繕工事の実施にあたり入居者や近隣住民とトラブ

ルを起こした場合等は、次回の募集の際に緊急指定業者として指定しない場合があります。 

(9) 休日、夜間における入居者からの緊急修繕依頼は、警備保障会社を通じて連絡が入ります。

警備保障会社には入居者の代わりに取次ぎを行う業務のみを委託していることから、連絡を

受けた社の担当者は、依頼を引き受けられない正当な理由がある場合を除き必ず依頼を引き

受けていただき、依頼元の入居者に連絡を取って不具合の状況の確認、緊急性の有無、負担

区分等を判断いただいたうえで、緊急性の高い修繕依頼については即時出動対応していただ

く必要があります。このため、警備保障会社からの緊急修繕依頼についても、指定期間中に

正当な理由なく何度も断った場合には前項と同様の措置を取る場合があります。 

８ 応募者への通知 

  緊急修繕工事業者指定の可否については、概ね３月下旬頃応募者に文書で通知します。 

 

９ 提出先・問合せ先 

長野県住宅供給公社 松本事務所 （担当：佐藤・林） 

〒390-0852 松本市島立９８８－１ 

TEL ０２６３－４７－０２４０ 

        FAX ０２６３－４７－８９０２ 

長野県住宅供給公社 伊那管理センター （担当：田畑・早川） 

〒396-8666 伊那市荒井３４９７ 伊那合同庁舎２階 

TEL ０２６５－９８－７４５０ 

        FAX ０２６５－９８－７４５３ 



（飯田市営住宅等） 

（飯田市営住宅等） 

公営住宅等緊急修繕工事指定業者応募要領 

 

１ 緊急修繕工事の意味及び公募の目的 

  市営住宅等の入居者の安全の確保と財産の保護を図ることを目的に、修繕しなければ入居者

の生活に支障を来すおそれがあり、緊急に実施する必要がある給排水施設及び屋根、壁等の修

繕（以下「緊急修繕工事」という。）を行う者を募集します。 

 

２ 公募区分及び想定される緊急修繕工事 

公募区分 想定される緊急修繕工事 

建築一式工事 屋根等からの雨漏り、手すりなど危険区域に係る防護設備の不具合等 

管工事 給水管の漏水事故、排水管の損傷、受水槽・ポンプなど給水設備の故障等 

電気工事 漏電・停電事故に係る修繕、揚水・排水浄化装置に係る電気的不具合等 

 

３ 応募者の要件 

  応募者は、次のいずれにも該当する者であることが必要です。 

(1) 建設業法第 28 条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること 

(2) 希望する公募区分に応じた以下の資格を有する者であること 

ア 建築一式工事：飯田市建設工事入札参加資格者のうち建築一式工事の資格 

イ 管 工 事：飯田市建設工事入札参加資格者のうち管工事の資格 

 又は飯田市指定給水装置工事事業者 

ウ 電 気 工 事：飯田市建設工事入札参加資格者のうち電気工事の資格 

(3) 休日、祝日、年末年始及び夜間等を含め 24 時間、原則２名以上が緊急の連絡に対し、対応

できる体制が整備できる者であること 

 

 

４ 対象住宅に係る要件 

飯田市内に本社又は営業所のある者 

 

５ 提出書類 

(1) 公営住宅等緊急修繕工事指定業者申請書                     １部 

    ア 建築一式工事、管工事、電気工事のうち、希望する公募区分に必ず○印を記入してくだ

さい。複数の公募区分に重複して応募することもできます。 

   イ 緊急連絡体制の概要を記入してください。 

(2) 令和４・５・６年度 飯田市建設工事入札参加資格の付与について（通知）の写し  １部 

令和７・８・９年度 飯田市建設工事入札参加資格審査申請書の写し（入札参加資格の登録 

業種がわかるもの）及び受付票の写し（受付日がわかるもの）、又は、飯田市指定給水装置 

工事事業者証の写し                                              １部 

    

６ 申請書の提出及び受付 

(1) 提出期間  令和７年２月７日から令和７年２月１９日まで 

         ただし、持参の場合は土日祝日を除きます。 

(2) 提出方法  持参又は郵送（当日消印有効）してください。 

(3) 受付時間  午前８時３０分から午後５時まで 

 



（飯田市営住宅等） 

７ 留意事項 

  応募される場合は、以下の事項を了承のうえ応募してください。 

(1) 平日だけでなく、休日、年末年始及び夜間においても緊急的に修繕が必要と判断された場

合は、緊急修繕工事を実施していただきます。なお、基本的に休日・夜間等の緊急修繕の依

頼は、公社が業務時間外電話受付対応業務を委託している警備保障会社を通じて行います。 

(2) 緊急修繕工事完了後、提出された工事関係書類を審査し、請負代金等を協議のうえ請求書

類の提出を受けて請負代金を支払います。 

(3) 緊急修繕工事の請負代金の上限額は、８０万円未満の予定です。 

(4) 緊急修繕工事業者の指定とは、緊急を要する修繕工事を請け負う業者を指定することです

ので、定期的に工事を依頼するとは限りません。 

(5) 緊急修繕工事の指定期間中に飯田市建設工事入札参加資格又は飯田市指定給水装置工事事

業者を取り消された場合、又は指定期間中の同入札参加資格がない場合は、緊急修繕工事業

者の指定を取り消すことがあります。また、緊急修繕工事業者の指定期間中に、飯田市建設

工事入札参加資格又は飯田市指定給水装置工事事業者に係る指名停止を受けた場合、当該期

間中については緊急修繕工事を請け負うことはできません。 

(6) 緊急修繕工事業者募集締め切り後、募集要件を満たす応募者と「公営住宅等緊急修繕工事

指定業者に関する協定書」を締結します。なお、協定書第１条２項に定める担当団地につい

ては、指定業者の事務所所在地等を考慮して公社で割り振り指定させていただきます。 

(7) 地区又は団地ごとに複数の業者を指定しますが、著しく応募者が少ない場合、募集期間経

過後も引き続き応募を受け付けることがあります。また、指定期間中に指定業者数が減少し

た場合は必要に応じて随時募集を行うことがあります。 

(8) 緊急修繕工事の依頼連絡を受けた際、貴社の都合で断ることは差し支えありませんが、指

定期間中に何度も断った場合、又は緊急修繕工事の実施にあたり入居者や近隣住民とトラブ

ルを起こした場合等は、次回の募集の際に緊急指定業者として指定しない場合があります。 

(9) 休日、夜間における入居者からの緊急修繕依頼は、警備保障会社を通じて連絡が入ります。

警備保障会社には入居者の代わりに取次ぎを行う業務のみを委託していることから、連絡を

受けた社の担当者は、依頼を引き受けられない正当な理由がある場合を除き必ず依頼を引き

受けていただき、依頼元の入居者に連絡を取って不具合の状況の確認、緊急性の有無、負担

区分等を判断いただいたうえで、緊急性の高い修繕依頼については即時出動対応していただ

く必要があります。このため、警備保障会社からの緊急修繕依頼についても、指定期間中に

正当な理由なく何度も断った場合には前項と同様の措置を取る場合があります。 

 

８ 応募者への通知 

  緊急修繕工事業者指定の可否については、概ね３月下旬頃応募者に文書で通知します。 

 

９ 提出先・問合せ先 

長野県住宅供給公社 松本事務所 （担当：佐藤・林） 

〒390-0852 松本市島立９８８－１ 

TEL ０２６３－４７－０２４０ 

         FAX ０２６３－４７－８９０２ 

長野県住宅供給公社 飯田管理センター （担当：松下・小林） 

〒395-0034 飯田市追手町２丁目６４１－４７ 南信消費生活センター１階 

TEL ０２６５－４８－０４６０ 

         FAX ０２６５－４８－０４６３ 



継続

年 月 日

（県営住宅等）

　理事長　　関　　昇一郎 殿

　　 ㊞

1 対象地区（希望地区に○を記入してください。複数の地区に重複して応募可能です。）

2 公募区分（希望区分に○を記入してください。複数の業種に重複して応募可能です。）

3

添付書類

　　　　　　　　　　

注）継続申請に際して、新規募集公告及び応募要領をご確認の上、お申し込みください。

入札参加資格の登録業種がわかるもの）

FAX番号会社電話番号

令和７・８・９年度　長野県建設工事入札参加資格審査申請書の写し（受付日及び

令和４・５・６年度　長野県建設工事入札参加資格通知書の写し

管工事

　　※緊急修繕担当者の欄は優先的に連絡を受け付ける方を上位に記入してください。

令和

緊急連絡体制の概要

申請者

郵便番号 〒

長野県住宅供給公社

公営住宅等緊急修繕工事指定業者申請書　（継続申請用）

公営住宅等緊急修繕工事指定業者として継続を希望しますので、下記のとおり申請します。

記

住 所

商号又は名称

代表者氏名

建築一式工事 電気工事

緊急修繕担当者
職氏名　　２

会社Eミヺラ゠デリシ

緊急修繕担当者
職氏名　　１

携帯電話番号

携帯電話番号

松本地域振興局管内

諏訪地域振興局管内

南信州地域振興局管内

上伊那地域振興局管内

長野地域振興局管内

上田地域振興局管内

佐久地域振興局管内



継続
年 月 日

（市営住宅等）

　理事長　　関　　昇一郎 殿

　　 ㊞

1 対象住宅（○を記入してください。）

2 公募区分（希望区分に○を記入してください。複数の業種に重複して応募可能です。）

3

添付書類 各市　建設工事入札参加資格があることが確認できる書類

　　　　　　　　　　（各市営住宅ごと、新規募集公告に記載の申請時添付書類）

注）継続申請に際して、新規募集公告及び応募要領をご確認の上、お申し込みください。

管工事

　　※緊急修繕担当者の欄は優先的に連絡を受け付ける方を上位に記入してください。

緊急修繕担当者
職氏名　　１

携帯電話番号

緊急修繕担当者
職氏名　　２

携帯電話番号

会社Eミヺラ゠デリシ

建築一式工事 電気工事

緊急連絡体制の概要

会社電話番号 FAX番号

須坂市営住宅等 岡谷市営住宅等

佐久市営住宅等 駒ヴ根市営住宅

上田市営住宅等 伊那市営住宅等

公営住宅等緊急修繕工事指定業者として継続を希望しますので、下記のとおり申請します。

記

長野市営住宅等 塩尻市営住宅等

松本市営住宅等

令和

公営住宅等緊急修繕工事指定業者申請書　（継続申請用）

長野県住宅供給公社

郵便番号 〒

申請者 住 所

小諸市営住宅等 飯田市営住宅等

商号又は名称

代表者氏名



長野地域振興局管内の県営住宅等

団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数

柳町 815 篠ノ井職員宿舎 12 西長野宿舎 4 伊勢宮職員宿舎E 20

柳原 300 若槻独身寮 24 吉田職員宿舎 18 若里職員宿舎 24

若穂 20 西長野ｱﾊﾟｰﾄS1･2 20 安茂里職員宿舎 4 西長野住宅 1

産塚 24 西長野ｱﾊﾟｰﾄB1･2 24 高田職員宿舎 12 中御所職員宿舎 12

犀北 282 新諏訪31～36号 6 徳間職員宿舎 16 岡田職員宿舎 28

小市南 432 加茂職員宿舎 12 若葉町職員宿舎 18 桝形島職員宿舎 6

吉田広町 190 新諏訪南職員宿舎 14 朝陽職員宿舎 98 平林職員宿舎 24

浅川 72 裾花職員宿舎 28 今井職員宿舎 50 居町職員宿舎 32

若槻 144 青木島アパート 21 安茂里寮 26 川中島職員宿舎 12

若槻第２ 98 若葉町職員宿舎 90 新西和田職員宿舎 35 西条職員宿舎A 27

湯谷第２ 77 本郷職員宿舎 31 昭和職員宿舎 36 西条職員宿舎B 28

黒姫 48 朝陽職員宿舎 170 犀峡上平職員宿舎 6 西和田職員宿舎（警和寮） 42

篠ノ井第４ 106 新西和田職員宿舎 35 二ツ柳職員宿舎 12 稲葉独身寮 30

庄ノ宮 74 柳町職員宿舎 12 雨宮職員宿舎 10 上町住宅 1

みこと川 440 須坂職員宿舎 18 坂城職員宿舎 12 田の神職員宿舎 6

ｻﾝｺｰﾎﾟましま 52 今井職員宿舎 160 八重森職員宿舎 12

御厨 117 県町職員宿舎 1 ﾄﾗﾝﾃﾞ里島職員宿舎 12

古森沢 137 寂蒔職員宿舎 16

青木島 91 粟佐職員宿舎 7

東条 24 柳町職員宿舎 92

金井山 34 今井職員宿舎 80

駒沢新町 298 青木島職員宿舎 10

駒沢新町第２ 151

旭ケ丘 84

旭ケ丘第２ 80

相之島 301

六角堂 84

高ケ原 88

稲荷山 90

町横尾 66

村上 55

黒彦 120

県営住宅  計 4,994 県職員宿舎（知事）  計 678 県職員宿舎（教育）  計 357 県職員宿舎（警察）  計 522

合      計 6,551

県職員宿舎（警察）県職員宿舎（教育）県職員宿舎（知事）県営住宅

長野



上田地域振興局管内の県営住宅等

団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数

みすず台 222 上田原職員宿舎 18 緑が丘職員宿舎 18 大星職員宿舎 5

蒼久保 41 新田職員宿舎 29 古里職員宿舎 12 神科職員宿舎 8

踏入 60 常磐城職員宿舎 8 丸子塩川職員宿舎 12 上田原職員宿舎 12

緑が丘 222 新屋職員宿舎 12 東御市職員宿舎 4

中之条第２ 120 古里寮 29 新田職員宿舎 27

築地 32 緑ヶ丘職員宿舎 12

中野 34 下丸子職員宿舎 12

学海 82

別所 48

石井 204

長瀬上平 69

川原第１ 72

日向ケ丘 90

乙女平 61

県営住宅  計 1,357 県職員宿舎（知事）  計 55 県職員宿舎（教育）  計 83 県職員宿舎（警察）  計 80

合      計 1,575

県営住宅 県職員宿舎（知事） 県職員宿舎（教育） 県職員宿舎（警察）

上田



佐久地域振興局管内の県営住宅等

団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数

東小諸 80 千曲寮 42 八幡職員宿舎 18 柏木東職員宿舎 6

下郷土 66 岩村田職員宿舎 12 和田職員宿舎 18 柏木西職員宿舎 6

新みどりヶ丘 105 野沢職員宿舎 12 加増職員宿舎 12 グリ－ンタウン職員宿舎 8

丸山 29 三塚職員宿舎 26 和田南職員宿舎 12 長土呂職員宿舎 6

池ノ前 128 湯川職員宿舎 18

城下 72 中込原職員宿舎 12

泉 108 根々井職員宿舎 24

産山 70 岩村田南住宅 1

大塚 29 町屋敷職員宿舎 6

伊勢林 108 勝間職員宿舎 6

旭ヶ丘 51 泉ヶ丘職員宿舎 4

塩名田 43 佐久町職員宿舎 8

宿岩 63 下の宮職員宿舎 9

浅間台 25 新田職員宿舎 12

平和台 50 離山職員宿舎 16

中佐都職員宿舎 1

県営住宅  計 1,027 県職員宿舎（知事）  計 92 県職員宿舎（教育）  計 60 県職員宿舎（警察）  計 143

合      計 1,322

県営住宅 県職員宿舎（知事） 県職員宿舎（教育） 県職員宿舎（警察）

佐久



長野市営住宅等

団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数

宇木 399 諸沢 2 清水（特） 2 中ノ在家 7

返目 130 中村 2 ハイツゆうあい（定） 8 川口 6

柳町 73 町 8 ハイツそよかぜ（定） 4 椛内 5

柳原 4 柳田 2 宝光社（定） 4 桜清水 5

小島 30 東京 3 中村（定） 4 芦沼北 20

大豆島東 200 篭田 5 清水（定） 5

大豆島西 6 須田 3 坂口（特） 3

川合新田 60 坂口 3 篭田（定） 3

日詰 10 東町 1 坂口（定） 11

日詰B 27 川口 4 峠（厚） 1

高野 1 千原田 22 小鬼無里（厚） 0

小市 198 竹房 20 大平（厚） 1

犀南 491 道祖神 2 坂口（厚） 2

吉田広町A 52 新町 25 蒲田（厚） 0

上松東 115 穂刈 43 須田町（厚） 1

上野ヶ丘 108 新町上平 4 祖山（厚） 1

富竹 36 田越 6 坂屋（厚） 1

美濃和田 133 上五十里 23 上町（厚） 1

昭和 44 鬼無里上平（厚） 1

庄ノ宮 93 椛内（特） 4

北五明西 137 川口（特） 11

北五明東 90 ﾊｲﾂ陽のあたる丘（特） 20

屋地 0 新町（定） 4

屋地厚生 0 新町上平（厚） 0

屋地引揚 0 ﾗｲﾌﾞﾘｨなかじょう（特） 18

川中島 0 栗田（特別） 50

長峰 0 今井団地（特市） 30

金井山 44 七瀬住宅 50

矢場 12

甫神 8

今井 318

若里 192

若里西町 44

栗田身障 9

新諏訪 10

中御所 56

市営住宅1  計 3,130 市営住宅2  計 178 市営住宅以外  計 240 菜園付き住宅  計 43

市営住宅  合計 3,308 合      計 3,591

市営住宅1 市営住宅2 市営住宅以外 菜園付き住宅

長野市



須坂市営住宅等

団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数

屋部 169 こくまちハイツ（コ） 20

本郷 10 かんまちハイツ（コ） 9

旭ヶ丘 54 旭ヶ丘（特） 2

北旭ヶ丘 76 末広（特） 3

望岳台 64 屋部（他） 0

明徳 56 旭ヶ丘（他） 2

二睦 1 西原（他） 7

豊丘 75 墨坂（他） 1

境沢 25

仁礼 2

末広 35

市営住宅  計 567 市営住宅以外  計 44   計 0   計 0

合      計 611

市営住宅 市営住宅以外

須坂市



上田市営住宅等

団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数

宮裏 2 緑が丘北（他） 3

新屋 10 泉町（他） 23

緑が丘北 10 材木町（他） 3

緑が丘西 40 神科（他） 2

思川第二 60 矢沢（他） 14

馬場町 10 上田原第一（他） 8

桜台 178 上田原第二（他） 8

梅が丘 164 岡（他） 4

岩門 27

古里 88

上田原第一 208

上田原第二 28

御所 18

千曲町 180

中之条 2

下之郷桜 78

学海 60

内堀 128

前山 2

塩尻 60

岡 80

中丸子 132

中丸子第２ 20

上長瀬 24

上丸子 40

辰ノ口池ノ平 2

宮原 6

萩 6

大畑 6

片羽 2

荒神前 4

鳥屋 6

上武石 6

上鳥居 6

上沖 6

堀ノ内 7

石経 5

市営住宅  計 1,711 市営住宅以外  計 65   計 0   計 0

合      計 1,776

市営住宅 市営住宅以外

上田市



佐久市営住宅等

団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数

花園 92 改良佐（内山） 11

城ヶ丘 12 改良佐（岩村田） 20

一本柳 48 改良臼（下越） 22

大塚 19 改良浅（矢島） 9

大和町 8 下越特公賃 3

昭和 4 大西特公賃 2

長土呂 17 その他佐（長土呂） 4

赤岩 32 その他佐（平賀） 2

産山 48 その他佐（岩村田） 1

小田井 4 その他佐（塚原） 1

平尾 2 その他佐（瀬戸） 1

竹原 30 その他佐（内山） 1

樋村 44 その他臼（下小田切） 6

清水 5 その他臼（勝間） 1

中込 24 その他望（協和） 11

冷間 4 その他望（春日） 2

相立 4 厚生佐（平賀） 5

中込原 17 厚生佐（岩村田） 13

サングリモ中込 36 厚生佐（長土呂） 4

泉 66 厚生佐（安原） 2

宮川 37 厚生佐（内山） 14

取出 6 厚生佐（常和） 2

曙 6 厚生佐（根岸） 3

川原 62 厚生佐（香坂） 5

原 14 厚生佐（上平尾） 3

旭ヶ丘 4 厚生佐（前山） 1

泉ヶ丘第二 12 厚生佐（小田井） 1

泉ヶ丘第一 4 厚生佐（原） 1

下越 32 厚生佐（新子田） 1

蓬田 16 厚生佐（瀬戸） 2

御馬寄 34 厚生佐（小宮山） 1

庄ノ上 10 厚生臼（清川） 7

望月 28 厚生臼（下越） 1

大西 1 厚生臼（下小田切） 2

並木 22 厚生臼（臼田） 6

片倉口 4 厚生浅（矢島） 2

厚生浅（甲） 9

厚生浅（八幡） 1

厚生望（望月） 31

市営住宅  計 808 市営住宅以外  計 214   計 0   計 0

合      計 1,022

市営住宅 市営住宅以外

佐久市



小諸市営住宅等

団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数

緑ヶ丘 194 改良（平原） 36

囁 58 厚生（甲） 1

中松井 181 厚生（乙女） 2

富士見平 128 厚生（御幸町） 2

中条 45 厚生（三和） 4

大久保 7 厚生（乙） 4

城下 29 厚生（滋野） 2

厚生（丙） 4

厚生（加増一丁目） 8

厚生（御影新田） 5

厚生（柏木） 16

厚生（加増） 9

厚生（大久保） 3

厚生（市） 3

厚生（耳取） 1

厚生（平原） 15

職員（北囁） 1

職員（山﨑） 4

職員（上ノ平） 1

市営住宅  計 642 市営住宅以外  計 121   計 0   計 0

合      計 763

市営住宅 市営住宅以外

小諸市



松本地域振興局管内の県営住宅等

団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数

南松本 242 青島職員宿舎 62 西原職員宿舎 24 桔梗ヶ原職員宿舎 21

双葉町第１ 128 高松寮 43 寿職員宿舎 8 波田町職員宿舎 18

双葉町第２ 140 小柴職員宿舎 36 桔梗ヶ原職員宿舎 18 大門南職員宿舎 6

二子 366 宗賀宿舎 5 小赤職員宿舎 16 堅石職員宿舎 12

笹部 66 畘産試験場宿舎 10 庄内職員宿舎 12 高宮職員宿舎 24

笹部弥生 164 片丘職員宿舎 6 寿豊丘職員宿舎 12 寿北職員宿舎 28

高宮 24 神林寮 3 中川手職員宿舎 12 なぎさ寮 27

寿 393 笹賀宿舎1号 1 三郷職員宿舎 15 宮田寮 25

豊丘 77 笹賀宿舎2号 1 蟻ヶ崎職員宿舎 4

君石 114 笹賀宿舎3号 1 征矢野職員宿舎 64

大門 30 笹賀宿舎4号 1 豊科職員宿舎 16

並柳 586 明科職員宿舎 2

アルプス 142 成相職員宿舎 18

三溝 74

北原 40

浅間 60

蟻ケ崎 168

小宮 102

細萱 88

駅西 4

見岳町 12

吉野 0

東原 62

みどりケ丘 90

青木花見 86

穂高 70

柏原 92

県営住宅  計 3,420 県職員宿舎（知事）  計 169 県職員宿舎（教育）  計 117 県職員宿舎（警察）  計 265

合      計 3,971

県営住宅 県職員宿舎（知事） 県職員宿舎（教育） 県職員宿舎（警察）

松本



諏訪地域振興局管内の県営住宅等

団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数

美弥ヶ丘 18 下金子寮 41 南原山職員宿舎 18 玉川職員宿舎 21

ひばりヶ丘 84 赤沼宿舎 20 春宮職員宿舎 12 赤沼職員宿舎 36

小泉 64 高木寮 43 ふじみ高原ハイツ 10 豊田職員宿舎 24

向ヶ丘 55 湖明館通り宿舎 1 下町職員宿舎 12 四賀職員宿舎 36

東向ヶ丘 19 東向ヶ丘職員宿舎 16 橋原職員宿舎 12

両久保 96 東向ヶ丘寮 14 加茂町職員宿舎 24

湖南 156 秋宮職員宿舎 33

角間新田 18 岡谷神明寮 24

あけぼの 62

ハイツ諏訪 86

学びが丘 90

小井川 74

富士見ヶ丘 85

上の原 78

中尾 62

加茂 136

関屋 100

県営住宅  計 1,283 県職員宿舎（知事）  計 105 県職員宿舎（教育）  計 139 県職員宿舎（警察）  計 153

合      計 1,680

県営住宅 県職員宿舎（知事） 県職員宿舎（教育） 県職員宿舎（警察）

諏訪



上伊那地域振興局管内の県営住宅等

団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数

水神橋 76 渓山荘 28 北原職員宿舎 4 竜東職員宿舎 12

竜東 45 望岳荘 30 沢上職員宿舎 12 副署長住宅 1

大萱 94 仙丈荘 15 さくら職員宿舎 6 柏木職員宿舎 6

若宮 84 上荒井アパ－ト 18 御園職員宿舎 18 みすず寮 23

神明 30 秋葉町職員宿舎 21 川北職員宿舎 4 神田職員宿舎 9

馬見塚 44 北割職員宿舎 19 福岡職員宿舎 12 サンライズ境職員宿舎 9

経塚 28 東町職員宿舎 41 千丈職員宿舎 4 小城職員宿舎 6

湯舟 170 下の坊職員宿舎 4

旭 30 上穂北職員宿舎 8

上の原 38

木下第２ 70

浅間塚 39

中込 59

大原 55

県営住宅  計 862 県職員宿舎（知事）  計 172 県職員宿舎（教育）  計 60 県職員宿舎（警察）  計 78

合      計 1,172

県営住宅 県職員宿舎（知事） 県職員宿舎（教育） 県職員宿舎（警察）

上伊那



南信州地域振興局管内の県営住宅等

団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数

丸山 23 風越ハイツA･B 42 元大島職員宿舎 12 黒田職員宿舎 32

産山 23 浜井町職員宿舎A･B 32 川田職員宿舎 8 新座光寺職員宿舎 30

泉ヶ丘 84 橋南職員宿舎 2 阿島職員宿舎 12 原ノ城職員宿舎 24

三尋石 96 飯田寮 20 山吹職員宿舎 24 立谷職員宿舎 4

松尾 50 平岡住宅 1 鼎職員宿舎 24 八森職員宿舎 4

城下 84 場長住宅 1 田本職員宿舎 4

森林 60 深見職員宿舎 6

上新井 59

高森吉田 87

豊丘 51

県営住宅  計 617 県職員宿舎（知事）  計 98 県職員宿舎（教育）  計 80 県職員宿舎（警察）  計 104

合      計 899

県営住宅 県職員宿舎（知事） 県職員宿舎（教育） 県職員宿舎（警察）

南信州



松本市営住宅等

団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数

芳野町 18 特公賃（芳野町） 21

南松本 165 特公賃（上土） 25

南松本東 30 特公賃（畤所） 6

南松本南 102 特公賃（ベルハイツ大野田） 40

南松本西 18 特公賃（御堂原） 2

出川 60 特公賃（小原） 10

石芝 108 刈谷原厚生 1

野溝 136 西宮厚生 1

二子 94 宮本厚生 3

埋橋 30 新町厚生 0

四ツ谷 2 上郷厚生 2

大手 8 単独（宮本集落整備） 1

松本駅北 25 単独（西宮） 2

竹渕 138 単独（野沢D） 3

豊丘 145 単独（稲核） 3

寿田町 261 単独（島々） 6

寿 664 単独（大野田） 6

中原 4 単独（コーポ沢渡） 6

浅間南 122 単独（寄合度） 1

岡田 24 単独（小原） 3

元町 32 取出若者定住 10

元町上 48 御堂原若者定住 12

小宮 102 中央西再開甠 18

島内 96

会田 2

中川 8

錦部 12

五常 2

七嵐 1

上郷 6

井刈 2

西宮 4

取出 4

横沢 19

野沢 9

大示川 6

小原 2

市営住宅  計 2,509 市営住宅以外  計 182   計 0   計 0

合      計 2,691

市営住宅 市営住宅以外

松本市



塩尻市営住宅等

団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数

西条 112 贄川Ａ（特公賃） 10

吉田 90 贄川Ｂ（特公賃） 8

君石 36 宮下（定住） 10

原口 0 北小野（若者） 12

牧野 76 平沢（特公賃） 2

髙出 0 奈良井（特公賃） 4

小井戸 62 奈良井宿仲町 8

上ノ原 10 みどりヶ丘（雇用促進） 80

西原 12

宮下 15

市営住宅  計 413 市営住宅以外  計 134   計 0   計 0

合      計 547

市営住宅 市営住宅以外

塩尻市



岡谷市営住宅等

団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数

出の洞 4 加茂（改） 161

橋詰 6

高尾 11

中村B 5

中村C 42

小萩 0

富士見ヶ丘 54

上ノ原 102

学ヶ丘 35

堂前 18

中村Ａ 24

高尾Ｔ 24

小萩Ｋ 64

田中線 16

市営住宅  計 405 市営住宅以外  計 161   計 0   計 0

合      計 566

市営住宅 市営住宅以外

岡谷市



伊那市営住宅等

団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数

高尾町 4 若宮 8

大萱 52 日影 24

若宮 244 山本町 8

沢渡 16 小原北特賃住宅 16

殿島 30 瀬戸特賃住宅 AB 24

城南町 119 小原南後継者定住住宅 CDE 27

小原北 4 小原南住宅 F 9

中島 15 小原南特賃住宅  G 9

二畤郭内住宅 3

多町住宅 5

御堂垣外住宅 2

小原上住宅 6

相生住宅 2

メゾン瀬戸 5

山室住宅 4

小原中住宅 6

板山住宅 2

東高遠住宅 2

甩場住宅 5

荒町住宅 2

塩供住宅 2

五畤住宅 1

市野瀬定住促進 2

非持定住促進 22

非時住宅 1

若宮若者･子育て向け住宅（地優賃） 20

市営住宅  計 484 市営住宅以外  計 217   計 0   計 0

合      計 701

市営住宅 市営住宅以外

伊那市



駒ヶ根市営住宅

団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数

馬見塚 56

向ヶ丘 56

美里 91

東飯坂 71

千丈 50

ふじやま 12

経塚 21

市営住宅  計 357   計 0   計 0   計 0

合      計 357

市営住宅

駒ヶ根市



飯田市営住宅等

団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数 団地名 戸数

西の原 26 西の原（改良） 11

平林 24 三尋石（特公賃） 30

北の原 226 夜川瀬第3（特公賃） 9

三尋石 80 押出第3（市単） 8

二ツ山 140 夜川瀬第4（市単） 16

大堤 106 松原（市単） 4

長野原 79 中橋(市単） 2

北方 2

黒田 7

飯沼 6

中郷 1

流宮 2

程野 1

上町 11

下栗 2

押出第1 6

押出第2 6

夜川瀬第1 6

夜川瀬第2 12

市営住宅  計 743 市営住宅以外  計 80   計 0   計 0

合      計 823

市営住宅 市営住宅以外

飯田市


